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第１章 東日本大震災と東京電力福島原子力発電所事故 
 

１ 東日本大震災の概要 
 2011 年（平成 23 年）3月 11 日 14 時 46 分 18 秒、宮城県牡鹿半島の東南東沖 130km の海底を震源とす

る東北地方太平洋沖地震が発生した。地震の規模はマグニチュード 9.0 で、日本周辺における観測史上

大の地震である。震源域は岩手県沖から茨城県沖までの南北約 500km、東西約 200km のおよそ 10 万平

方キロメートルという広範囲に及んだ。この地震により、場所によっては波高 10m 以上の大津波が発生

し、東北地方と関東地方の太平洋沿岸部に壊滅的な被害をもたらした。 

 2013 年（平成 25 年）3月 11 日時点で、震災による死者・行方不明者は約 19,000 人、建築物の全壊・

半壊は合わせて 39 万 8 千戸以上である。 

 

２ 福島第一原子力発電所事故の概要 
 東日本地震から約 1 時間後に大津波に襲われた東京電力福島第一原子力発電所は、全電源を喪失して

原子炉を冷却できなくなり、1～3号機で炉心溶融（メルトダウン）が発生。3月 12 日に 1号機での水素

爆発が発生したのに続いて、3 月 14 日には 3 号機が水素爆発し、これにより原子炉建屋が吹き飛び、大

量の放射性物質の漏洩を伴う重大な原子力事故に発展した。このため、原子力発電所のある福島県浜通

りを中心に、周辺一帯の福島県住民は長期の避難を強いられている。 

 

３ 市町村役場機能の移転 
 原発事故の避難指示等により、福島県双葉郡の町村では、役場機能の移転を余儀なくされている。 

町村名（双葉郡） 役場機能の移転経緯 

広野町 小野町（H23/3/15）→いわき市（H23/4/15）→役場本庁で業務再開（H24/3/1） 

楢葉町 いわき市（H23/3/12）→会津美里町（H23/3/25）→いわき市（H24/1/17） 

富岡町 郡山市(H23/4/14)→郡山市（H23/12/19） 

川内村 郡山市（H23/3/17）→役場本庁で業務再開（H24/3/26） 

大熊町 田村市（H23/3/13）→会津若松市（H23/4/5） 

双葉町 さいたま市（H23/3/19）→埼玉県加須（かぞ）市（H23/4/1）→※いわき市に移転予定 

浪江町 浪江町（H23/3/12）→二本松市（H23/3/15）→二本松市（H23/5/23）→二本松市（H24/10/1） 

葛尾村 会津坂下町（H23/4/21）→三春町（H23/7/1） 

（平成 25 年 2 月現在） 

 

４ 政府による避難区域等の変遷 
 原発事故後、日本政府は、原発事故による近隣住民の影響を踏まえ、住民に対する避難指示や、避難

区域等の設定を行ってきた。その変遷については次のとおりである。 
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政府による避難区域等の変遷 

番号 日時 指示・指定 範囲 備考 

1 
平成 23 年 3月 11 日 

（午後 8時 50 分） 

避難指示 福島第一原発から 2キロメートル以内  

2 
平成 23 年 3月 11 日 

（午後 9時 23 分） 

避難指示 福島第一原発から 3キロメートル以内  

屋内退避指示 福島第一原発から 3～10 キロメートル  

3 
平成 23 年 3月 12 日 

（午前 5時 44 分） 

避難指示 福島第一原発から 10 キロメートル以内  

4 

平成 23 年 3月 12 日 

（午後 6時 25 分） 

避難指示 福島第一原発から 20 キロメートル以内 同年 4 月 22 日に警

戒区域に移行（下記

6） 

5 
平成 23 年 3月 15 日 

（午前 11 時 00 分） 

屋内退避指示 福島第一原発から 20～30 キロメートル  同年 4 月 22 日に解

除 

6 

平成 23 年 4月 22 日 

（図 1） 

「警戒区域」※

を設定 

福島第一原発から 20 キロメートル以内 平成 24 年 4 月 1 日

以降に市町村ごと

に順次解除、避難指

示区域の見直しが

行われている 

「計画的避難

区域」※を設定

飯舘村の全域 

川俣町、南相馬市、浪江町、葛尾村の各一部 

 

「緊急時避難

準備区域」※を

設定 

広野町の全域 

南相馬、田村市、川内村、楢葉町の各一部 

平成23年9月30日

に解除（図 2） 

7 

平成 23 年 6月 30 日 

～平成 23 年 8 月 3日 

「特定避難勧

奨地点」を設定

伊達市 104 地点（113 世帯）（6月 30 日） 

南相馬市 57 地点（59 世帯）（7月 21 日） 

川内村 1地点（1世帯）（8 月 3日） 

南相馬市 65 地点（72 世帯）（8月 3日） 

伊達市及び川内村

の特定避難勧奨地

点は平成24年12月

14 日に解除 

8 
平成 23 年 11 月 25 日 「特定避難勧

奨地点」を設定

南相馬市 20 地点（22 世帯） 

伊達市 13 地点（15 世帯） 

 ※計画的避難区域   … 事故後 1 年間の積算線量が 20mSv 以上になると予想される区域 

 ※緊急時避難準備区域 … 第一原発から半径 20～30 キロメートル以内などで緊急時に避難が求められる区域 

 ※特定避難勧奨地点  … 「計画的避難区域」や「警戒区域」の外で、計画的避難区域とするほどの地域的な広がりはないものの、

事故発生後１年間の積算放射線量が 20 ミリシーベルトを超えると推定される地点 

 

 平成 24 年 4 月 1日以降は、新たな避難指示区域として「避難指示解除準備区域」、「居住制限区域」、「帰

還困難区域」を設定することを目指すこととされた。 

 

再編後の区域名 内容 

避難指示解除準備区域 年間積算線量が 20 ミリシーベルト以下となることが確実であることが確認された地域

居住制限区域 
年間積算線量が 20 ミリシーベルトを超えるおそれがあり、引き続き避難を継続するこ

とを求める地域 

帰還困難区域 
長期間（5年超）年間積算線量が 20 ミリシーベルトを下回らないおそれがあり、現時点

で 50 ミリシーベルトを超える地域 

 

 

平成 24 年 4 月 1日以降の避難指示区域の見直し状況 

番号 日付 市町村 見直し内容 備考 

1 
平成 24年 4

月 1日 

川内村 警戒区域を解除し、新たに居住制限区

域、避難指示解除準備区域を設定（図 3）

 

2 
平成 24年 4

月 1日 

田村市 警戒区域を解除し、新たに避難指示解

除準備区域を設定（図 3） 

 

3 

平成 24年 4

月 16 日 

南相馬市 警戒区域を解除し、新たに帰還困難区

域、居住制限区域、避難指示解除準備

区域を設定（図 3） 
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4 

平成 24年 7

月 17 日 

飯舘村 計画的避難区域を解除し、新たに帰還

困難区域、居住制限区域、避難指示解

除準備区域を設定（図 4） 

 

5 
平成 24年 8

月 10 日 

楢葉町 警戒区域を解除し、新たに避難指示解

除準備区域を設定（図 5） 

 

6 

平成 24 年

12 月 10 日 

大熊町 警戒区域を解除し、新たに帰還困難区

域、居住制限区域、避難指示解除準備

区域を設定（図 6） 

平成 24 年 9 月 21 日、町議会において「町

として 5年間は帰町しない」ことを判断。

上記判断等を踏まえ、原子力災害現地対策

本部は、区域再編における避難指示解除時

期を全町一律に原発事故から 6 年後の平成

29 年 3 月 11 日とすることを決定した。こ

のため、原子力損害賠償（直接請求）の土

地・建物に係る賠償（第 2 章 2(5)(H)イ）

において再編後の各区域に応じた賠償額に

格差が生じないことになった。 

7 

平成 25年 3

月 22 日 

葛尾村 警戒区域を解除し、新たに帰還困難区

域、居住制限区域、避難指示解除準備

区域を設定（図 7） 

 

8 

平成 25年 3

月 25 日 

富岡町 警戒区域を解除し、新たに帰還困難区

域、居住制限区域、避難指示解除準備

区域を設定（図 7） 

平成 24 年 9 月 26 日、町議会において「今

後 5 年間は帰還できない」宣言案を採択、

同日、遠藤勝也町長が「今後 5 年間は帰還

できない」宣言をした。 

9 

平成 25年 4

月 1日 

浪江町 警戒区域を解除し、新たに帰還困難区

域、居住制限区域、避難指示解除準備

区域を設定（図 7） 

平成 24 年 10 月 12 日、臨時の町議会にて避

難指示解除を 5 年後（震災から 6 年後）と

する復興計画案を採決している。 

（平成 25 年 4 月 1日現在） 

 

 避難指示区域の見直し未了の町村は、双葉町と川俣町の一部のみとなったが、遅滞なく、区域見直し

の実施予定である（平成 25 年 4 月 1日現在）。 
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図 1 平成 23 年 4 月 22 日～同年 9月 30 日 図 2 平成 23 年 9 月 30 日～平成 24 年 3 月 30 日 

  

図 3 平成 24 年 4 月 1日以降 図 4 平成 24 年 7 月 17 日以降 
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図 5 平成 24 年 8 月 10 日～ 

 

図 6 平成 24 年 12 月 10 日以降 図 7 平成 25 年 3 月 7日現在 

  

（経済産業省ＨＰより） 
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第２章 原子力損害賠償請求 
 

１ はじめに 
(1) 原子力損害について 

 原発事故が起きたときは、原子力事業者が損害賠償責任を負うとされている（原子力損害の賠償に関

する法律（原賠法）第 3条第 1項）。 

 原子力損害（原発事故と相当因果関係がある損害）かどうかの認定は、加害者である原子力事業者と

被害者との間の話し合いで行われるのが基本だが、話し合いで解決しない場合は、原子力損害賠償紛争

解決センターに和解仲介の申し出ができるほか、民事訴訟、民事調停の手続きによることもできる。 

 

(2) 原子力損害賠償紛争審査会（略称「原賠審」） 
 原子力損害賠償紛争審査会とは、原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合、原賠法第 18 条に基

づいて文部科学省に臨時的に設置される機関であり、和解の仲介及び原子力損害の範囲の判定等に関す

る一般的な指針の策定などを行うことを役割とする。今回の福島原発事故では、平成 23 年 4 月 11 日に

設置され、同 15 日に初会合が開かれた。委員は 10 人で、法学者、医学者が大半である。 

 福島原発事故では、これまで、第一次指針、第二次指針、第二次指針追補、中間指針（第一次指針、

第二次指針、第二次指針追補の内容がすべて含まれる）、中間指針追補（自主的避難等に関する損害につ

いて）、中間指針第 2次追補（政府による避難区域等の見直し等に係る損害について）が決定、公表され

ている。東京電力が自ら作成する直接請求に関する請求書における賠償基準も、ほとんどがこの指針に

基づいたものである。 

指針の策定 内容 

第一次指針 

（平成 23 年 4 月 28 日） 

 住民の避難費用、営業損害、就労不能等に伴う損害、財産価値の喪失又は減少等、検

査費用（人・物）、生命・身体的損害、精神的損害、及び航行危険区域設定や出荷制限指

示等に係る損害について、範囲や損害の算定方法の考え方を明らかにした。 

第二次指針 

（平成 23 年 5 月 31 日） 

 住民の一時立入費用、帰宅費用、精神的損害、及び農水産物等の出荷制限、作付断念、

作付制限、風評被害について、範囲や損害の算定方法の考え方を明らかにした。 

第二次指針追補 

（平成 23 年 6 月 20 日） 

 第 2 次指針の中で検討事項とされた損害額の具体的な算定方法等の考え方を明らかに

した。 

中間指針 

（平成 23 年 8 月 5日） 

 第 1 次指針、第 2 次指針、第 2 次指針追補で既に決定、公表した内容にその後の検討

事項を加え、賠償すべき損害と認められる範囲の損害類型が示された。なお、既に決定・

公表済みの第 1 次指針及び第 2 次指針で賠償の対象と認めた損害項目及びその範囲等に

ついては、必要な範囲でこの中間指針で取り込んでいることから、今後の損害の範囲等

については、本中間指針をもってこれに代えることとされた。 

中間指針追補 

（平成 23 年 12 月 6 日） 

 自主的避難（政府による避難指示等に基づかずに行った避難）に係る損害、自主的避

難をせずにそれまでの住居に滞在し続けた者が抱き続けたであろう放射線被曝への恐怖

や不安に係る損害が示された。 

中間指針第二次追補 

（平成 24 年 3 月 16 日） 

 政府（原子力災害対策本部）が、平成 23 年 12 月 26 日に策定した「ステップ 2の完了

を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題

について」に基づき、現在設定されている避難指示区域を見直し、平成 24 年 3月末を一

つのめどに新たな避難指示区域を設定することを予定したことにより、この避難区域等

の見直し等を踏まえた考え方を示した。 

中間指針第三次追補 

（平成 25 年 1 月 30 日） 

 広範な地域及び産品で買い控え等の被害が確認されていることから、中間指針で認め

られた品目、区域に加え、風評被害として認められる類型が追加された。 

 追加されたのは、北海道・東北の一部・関東の一部の農林水産物、茶、牛乳、乳製品

などである。 
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(3) 原子力損害賠償紛争解決センター（略称「原紛センター」） 
 

 原子力損害賠償紛争解決センターは、原子力損害の賠償請求について、円滑、迅速、かつ公正に紛争

を解決することを目的として設置された公的な紛争解決機関（ＡＤＲ機関）である。今般の東京電力の

福島第一、第二原子力発電所事故を受け、原子力損害の賠償に関する法律に基づき、原賠審のもとに設

置された。原紛センターは、文部科学省の他、法務省、裁判所、日本弁護士連合会出身の専門家らによ

り構成されている。 

  原紛センターは、被害者の申立てにより、弁護士の仲介委員らが原子力損害の賠償に係る紛争につい

て和解の仲介手続を行い、当事者間の合意形成を後押しすることで紛争の解決を目指すものである。 

 現在、事務所として東京第一事務所（東京都港区西新橋）、東京第二事務所（東京都港区新橋）及び福

島事務所（郡山市）がある。また、福島事務所の支所として県北支所（福島市）、会津支所（会津若松市）、

いわき支所（いわき市）及び相双支所（南相馬市）があり、ＡＤＲ口頭審理期日の開催や、申立書の受

領、ＡＤＲ手続きに関する説明などの業務を行っている。 

 

(4) 原子力損害賠償請求の手続選択 
 

 損害賠償請求の方法としては、①東京電力への直接請求、②原紛センターへの和解仲介申立て（以下

「原発ＡＤＲ」という。）、③民事訴訟、民事調停の手続きが考えられる。 

 東京電力に対する直接請求の方法で行うことが多いと思われるが、直接請求の内容に合意できないと

きは、原発ＡＤＲや訴訟を提起するなどの方法により解決することも可能である。 

 

① 直接請求 

 これまで東京電力は、原賠審の指針の決定を受けて、同指針の基準による請求書を作成し、定期的

に被害者に送付している。直接請求とは、被害者が東京電力から送付される請求書に必要事項を記入

し、東京電力に請求することにより賠償を受ける方法である。 

 

② 和解仲介申立て（原発ＡＤＲ） 

 原紛センターに和解仲介の申立てをし、東京電力と合意することによって損害賠償を受ける方法で

ある。 

 今回の原子力事故については、原賠審が定めた中間指針に基づき損害賠償の範囲が類型化されてい

るが、原発ＡＤＲでは、中間指針に基づいて類型化されたものだけでなく、個別事情についても、当

事者から事情を聴き取ってしっかりと対応するとしている。ただし、仲介委員の和解案には強制力が

ないので、東京電力がそれに応じるとは限らず、その場合は別な方法を検討する必要がある。申立て

自体に費用はかからない。 

 

③ 民事訴訟 

 裁判所へ民事訴訟を提起して判決を勝ち取り、損害賠償を受ける方法である。 

 当事者の主張が食い違っても、 終的には、証拠に基づいて、必ず裁判所が判決という形で判断を

下す。ただし、請求金額に応じて訴訟手数料がかかること、訴訟に代わる簡易的な手続きである原発

ＡＤＲが用意されていることから、当初は訴訟提起による損害賠償請求はあまりなされていなかった

が、原発ＡＤＲの現在までの実績によれば、中間指針を大きく超えるような和解案が提示される期待

が低いことから、集団申立てをしている各地の弁護団などが訴訟提起をするといった動きが出てきて

いる。 
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２ 東京電力に対する直接請求（個人） 
 

(1) 概要 
 

 東京電力は、平成 23 年 8 月 3日に成立した原子力損害賠償支援機構法を含む原子力損害賠償制度の枠

組みの下で、同年 8 月 5 日に原賠審において決定された中間指針（正式には「東京電力株式会社福島第

一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」）を踏まえ、確定した損

害に対する本賠償に向けた取り組みを進め、損害賠償請求の対象者に対し請求書用紙（第 1 回）を送付

した。 

 またその後も、指針の追加、補充等の内容を踏まえ、定期的に対象者に請求書用紙を送付している。

請求書の種類は、地域、個人、法人事業者、業種によって様々なタイプが存在し、その数は現在では数

十種類に及んでいる。以下、個人向けの賠償を中心に述べる。 

 東京電力に対する直接請求では、世帯単位で請求し、その代表者が合意すれば指定した銀行口座へ賠

償金が入金される。途中からの世帯分離も可能であり、世帯の仮払賠償金は世帯主の本賠償で清算され

る。また、すべての項目について合意する必要はなく、項目ごとの一部分についての合意も認めるよう

になった。 

 

(2) 請求状況 
 

 東京電力の総合特別事業計画（2012 年 4 月 27 日策定、同年 5 月認定）によると、平成 24 年 4 月末ま

でに仮払賠償金の支払い対象世帯のうち約 8割にあたる約 52,000～53,000 世帯からの請求を受ける見込

みとされている。 

 これまでの東京電力の賠償実績は次のとおりである。 

 

東京電力の賠償実績（東京電力発表 平成 25 年 3 月 15 日現在） 

 個人 個人（自主的避難等に係る 法人・個人事業主など 

請求受付 約 354,000 件 約 1,254,000 件 約 156,000 件

合意件数 

（合意額） 

約 316,000 件

（約 6,115 億円）

約 134,000 件

（約 10,112 億円）

本賠償の累計件数 

（賠償金額） 

約 294,000 件

（約 5,243 億円）

約 1,201,000 件

（約 3,423 億円）

約 132,000 件

（約 9,670 億円）

本賠償金額合計 約 18,336 億円（①）

仮払賠償金（本賠償に充当さ

れた金額は除く） 
約 1,490 億円（②）

支払合計 約 19,827 億円（①＋②）

（東京電力ホームページより） 

 

(3) 請求書の特徴 
 

 直接請求の請求書は、平成 23 年 9 月 27 日に第 1回請求書が被害者に送付されて以来、3か月ごとに準

備されている。 

 

これまで送付された請求書（「避難等対象区域」の対象者）の特徴は次のとおりである。 
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請求回 対象期間 様式及び請求書発送日 備考 

第 1回 

平成 23 年 3月 11 日 

～平成 23 年 8 月 31 日 

（6か月分） 

請求様式「個人さま用Ａ」 

平成 23 年 9月 27 日より発送 

・156 ページに及ぶ説明書。 

・合意書における「一切の異議・追加の請求を

申し立てることはありません」という表記は

削除されることになった 

「ご請求簡単ガイド」 

平成 23 年 10 月 12 日より発送 

・請求書がわかりにくいとの苦情が相次いだこ

とにより発行された 

第 2回 

平成 23 年 9月１日 

～平成 23 年 11 月 30 日 

（3か月分） 

請求様式「個人さま用２Ａ」 

平成 23 年 12 月 5 日より発送 

・第 1回分も併せて請求することが可能 

第 3回 

平成 23 年 12 月 1 日 

～平成 24 年 2 月 29 日 

（3か月分） 

請求様式「個人さま用３簡」 

平成 24 年 3月 9日より発送 

※第 1回、第 2回を合意してい

ることが前提 

・簡易請求方式を導入、証明書類の添付を原則

不要とし、チェック方式で計算できるように

なった 

・親戚宅や知り合い宅への宿泊実費分が認めら

れた 

・自主的避難等に係る損害が追加された 

第 4回 

平成 24 年 3月 1日 

～平成 24 年 5 月 31 日 

（3か月分） 

請求様式「個人さま用４簡」 

平成 24 年 6月 29 日より発送 

※第 3回を合意していることが

前提 

・簡易請求方式 

・就労不能損害の算定方法を変更（「特別の努

力」の反映） 

・旧緊急時避難準備区域における精神的損害の

取扱いの見直し（避難の有無や帰還した時期

にかかわらず賠償） 

・「検査費用（人）」が請求項目から除外された

（福島県による「県民健康管理調査」の開始

に伴う） 

第 5回 平成 24 年 6月 1日～ 

請求様式「個人さま用（包括請

求）」 

平成 24 年 9月 27 日より発送 

・包括請求方式の導入 

・「生命・身体的損害」が別請求になった 

・交通費、生命・身体的損害の算定方法の見直

し 

 

(4) 仮払賠償金 
 

 平成 23 年 4 月 15 日、「原子力発電所事故による経済被害対応本部」において、原子力災害対策特別措

置法の規定に基づき、福島第一原子力発電所の事故に伴い避難を余儀なくされている人々に対して、避

難による損害への充当を前提に、東京電力から当面の必要な資金を速やかに支払うようにとの決定がな

された。 

 これを受け、東京電力は、当面の必要な資金をとして、対象者に対して、仮払賠償金の支払いを実施

した（第 1次仮払賠償金）。さらに、その後、追加の仮払賠償金の支払いを実施した（第 2次仮払賠償金）。 

 なお、仮払賠償金の受付は、平成 23 年 9 月 26 日までとされ、同月 27 日からは本賠償の対象となった。 

 これら仮払賠償金は、将来、具体的な損害が確定した段階で、損害賠償金に充当される性質のもので

あり、万一仮払いの方が多ければ、超過額については東京電力に返還すべきことになる。 

 

仮払賠償金の支払い 

発表日 対象者 金額 

平成 23 年 4月 15 日 

（第 1次仮払賠償金） 

「避難区域」「屋内退避区域」

「計画的避難区域」「緊急時避

難準備区域」を含む市町村で、

具体的な範囲については、関

係市町村との調整を踏まえて

決定 

1 世帯あたり 100 万円 

（単身世帯の場合は 75 万円） 
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平成 23 年 7月 5日 

（第 2次仮払賠償金） 

平成23年3月11日時点で、「避

難区域」「屋内退避区域」「計

画的避難区域」「緊急時避難準

備区域」に生活の本拠があり、

原発事故により「避難」「屋内

退避」を余儀なくされた方 

①1人あたり 30 万円 

 ・平成 23 年 6月 10 日時点で避難している方 

 ・避難後平成 23 年 5月 11 日～6月 10 日の間に帰宅した方 

 ・計画的避難区域から 6 月 11 日以降に避難した方、緊急時

避難準備区域から平成23年6月11日～19日に避難した方

②1人あたり 20 万円 

 ・避難後平成 23 年 4月 11 日～5月 10 日の間に帰宅した方 

③1人当たり 10 万円 

 ・避難後平成 23 年 4月 10 日までに帰宅した方、屋内退避の

みの方 

平成 23 年 8月 25 日 

（第 2次仮払賠償金） 

南相馬市のうち、上記区域を

除いた区域（主に鹿島区の住

民） 

①1人あたり 30 万円 

 ・平成 23 年 6月 10 日時点で避難している方 

 ・避難後平成 23 年 5月 11 日～6月 10 日の間に帰宅した方 

②1人あたり 20 万円 

 ・避難後平成 23 年 4月 11 日～5月 10 日の間に帰宅した方 

③1人当たり 10 万円 

 ・避難後平成 23 年 4月 10 日までに帰宅した方、屋内退避の

みの方、平成 23 年 4 月 22 日以降に避難した方 

※仮払賠償金の受付は、平成 23 年 9月 26 日まで。同月 27 日からは本賠償の対象となった。 

 

 

(5) 「避難等対象区域」対象者の直接請求 
 

 「避難等対象区域」とは、政府の指示による避難区域、屋内退避区域、計画的避難区域、緊急時避難

準備区域及び特定避難勧奨地点並びにその他地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域をいう。 

 賠償範囲は、おおむね原賠審が策定した指針に基づいており、請求書では、「避難生活等による精神的

損害」、「避難・帰宅費用」、「一時立入費用」、「生命・身体的損害」、「就業不能損害」、「検査費用（人）」、

「検査費用（物））、「財物価値の喪失又は減少」、「自主的避難等にかかる損害」の各項目となっている。 

 

(A) 避難生活等による精神的損害 

 原発事故により避難生活等を余儀なくされたことによる精神的損害や屋内退避を長期間余儀なくされ

たことによる精神的損害を賠償するものである。 

 損害発生の始期は、原則として個々の避難等対象者が避難等をした日にかかわらず、事故発生日の平

成 23 年 3 月 11 日である。ただし、緊急時避難準備区域内に住居がある子供、妊婦、要介護者、入院患

者等であって、同年 6月 20 日以降に避難した者及び特定避難勧奨地点から避難した者については、当該

者が実際に避難した日を始期とする。 

 賠償金額は、月ごとに区分され、1 人あたり 1 か月 10 万円（避難所、体育館、公民館等（以下「避難

所等」という。）における避難生活等を余儀なくされた者についてはその月は 12 万円）である。 

 なお、中間指針では、事故発生から 6 か月（第 1 期）は月 10 万円（12 万円）、第 1 期終了から 6 か月

間（第 2 期）は月 5 万円、第 2 期終了から終期までは事故の収束状況等を踏まえ検討するのが妥当とさ

れていた。しかしながら、原紛センターの運営上は、避難生活の不便さは第 2 期には減少しても、今後

の生活の見通しが立たない不安が増大していることから、この不安に対する慰謝料として別途 1 人あた

り月 5 万円を目安とされた。また、避難所等での避難生活を長期間余儀なくされ、正常な日常生活の維

持・継続が長期間にわたり著しく阻害されたことによる（日常生活阻害慰謝料）第 2期の慰謝料は、1人

あたり月額 5 万円から 2 万円を増額した 7 万円を賠償すべき損害とした。つまり、中間指針は、第 2 期

の精神的損害として 1 人あたり月額 5 万円のまま変更はないが、原紛センターでは、同期の精神的損害

として、月 10 万円（避難所等の避難生活者は 12 万円）を目安として運用するものとしている。東京電
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力の直接請求においても、1か月あたりの賠償金額に変更はない。 

 避難者が、避難等によって生活費が増加した部分は、この精神的損害に含まれるとされている。避難

生活等による生活費の増加費用としては次の物が例示として挙げられている（第 5回請求書より）。 

項目 品目名 

日用被服 外出着、部屋着、下着、手袋 

生活用品等の消耗品 食費、酒、たばこ、ガソリン、軽油、通信費、新聞購読料金、NHK 受信料、放送料金 

水道光熱費 ガス料金、灯油、電気料金、水道料金 

 

ア 警戒区域、計画的避難区域 

 避難している期間に応じて、１か月あたり 10 万円（12 万円）が賠償される。 

 

イ 緊急時避難準備区域 

① 当初の取扱い 

 平成 23 年 6 月 19 日までに避難等対象区域外へ避難を行った者は、避難している期間に応じて、１

か月あたり 10 万円（12 万円）が賠償される。 

 平成 23 年 6 月 20 日以降に避難を行った場合でも、それが子供、妊婦、要介護者、入院患者等であ

るときは、避難している期間に応じて、１か月あたり 10 万円（12 万円）が賠償される。 

 上記以外の者は、一律 10 万円が賠償される。 

 

② 早期帰還者等の取扱いの変更 

 平成 24 年 7 月 24 日、東京電力は、原賠審の中間指針第二次追補及び同年 7月 20 日に政府の方針と

して公表された「避難指示区域の見直しに伴う賠償基準の考え方について」を踏まえ、旧緊急時避難

準備区域の賠償の基準を変更した。 

 これにより、早期帰還者や、避難せずに当該区域に滞在していた者に対し、精神的損害の賠償を受

けていない期間について、1か月あたり 10 万円が遡って賠償されることになった。 

 

③  賠償の打ち切り 

 これまで同様の賠償（月 10 万円か 12 万円）は平成 24 年 5 月 31 日で終了となる。 

 平成 24 年 6 月 1 日以降は、平成 24 年 6 月 1 日から平成 24 年 8 月 31 日までの 3 か月分の精神的損

害にかかる慰謝料として避難先にかかわらず 1 人あたり 30 万円の賠償金、さらに、平成 24 年 9 月 1

日から平成 25年 3月 31 日までの 7か月分の通院交通費等の生活費増加分として 1人あたり 20万円の

賠償金が支払われる。また、中学生以下の者については、平成 24 年 9 月 1日から平成 25 年 3 月 31 日

までの 7か月の期間について、学校などの再開状況を踏まえ月額 5万円（合計 35 万円）の精神的損害

の賠償が加算される。 

 以上の賠償をもって、当地区の避難生活等による精神的損害の賠償は打ち切られる。 

 

ウ 特定避難勧奨地点 

 特定避難勧奨地点に設定された月から、避難している期間に応じて、１か月あたり 10 万円（12 万円）

が賠償される。 

 

エ 旧屋内退避区域及び南相馬市の一部区域 

① 当初の取扱い 

 平成 23 年 4 月 22 日までに避難等対象区域外へ避難を行ったものは、避難している期間に応じて、
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１か月あたり 10 万円（12 万円）が賠償される。賠償の終期は平成 23 年 9 月 30 日までである。 

 上記以外の者は、一律 10 万円が賠償される。 

 

② 早期帰還者等の取扱いの変更 

 平成 24年 7月 24日、東京電力は旧屋内退避区域及び南相馬市の一部区域の賠償の基準を変更した。

理由は上記イ ii）と同じである。 

 これにより、早期帰還者や、避難せずに当該区域に滞在していた者に対し、精神的損害の賠償を受

けていない期間について、1か月あたり 10 万円が賠償されることになった。対象期間は平成 23 年 3 月

11 日から賠償の終期である平成 23 年 9 月 30 日までの 7か月分である。 

 

 (B) 避難・帰宅費用 

  対象区域から避難するために負担又は帰宅に伴い負担した交通費、家財道具の移動費用、対象区域

外に滞在することを余儀なくされたことにより負担した宿泊費用及びその付随費用が賠償の対象である。 

 

ア 交通費 

① 第 1回請求から第 4回請求までの取扱い 

 同一都道府県内の移動は、移動手段にかかわらず 1 人につき、移動 1 回あたり 5,000 円である。た

だし、負担額が 5,000 円を超えるときは領収書などで証明できれば実費が賠償される。 

 自家用車の移動で、都道府県を超える場合は、車 1台につき、移動 1回あたりの金額が一覧表（「標

準交通費一覧表（自家用車用）」）（末尾掲載）で定められている。 

 自家用車以外の手段によって都道府県を超える場合は、1人につき、移動 1回あたりの金額が一覧表

（「標準交通費一覧表（その他交通機関）」）（末尾掲載）で定められている。 

 なお、交通費を支払う避難・帰宅回数は、第 1回請求で 10 回までとされ、第 2回請求では、交通費

を請求する避難・帰宅回数が 10 回を超えるときは事情説明が必要とされた。 

 

② 第 5回請求以降の取扱い 

 第 5 回請求から、交通費の取扱いが変更となった。賠償される金額は次のとおり。 

 

交通手段 賠償額 備考 

電車、バス 負担した交通費の実費 領収書不要 

電車、バス以外の公共交通機関 領収書に記載の金額 第 5回請求を除き、領収書の添付が必要 

自家用車 移動距離（km）×22 円 

（ 低金額 330 円） 

 

 

 

イ 宿泊費 

① 宿泊実費 

 宿泊にかかる実費（領収書に記載の金額）が賠償される。平成 23 年 11 月 30 日までは宿泊制限はな

いが、同年 12 月 1 日以降は 5泊分までが賠償の対象とされている。 

 

② 親戚宅や知り合い宅への宿泊実費 

 第 3 回請求において、親戚宅や知り合い宅への宿泊実費（名目は謝礼その他であっても対象となる）

については、領収書の提出がなくとも遡って認められるようになった。賠償金額の範囲は、1世帯当た

り 1泊につき 2,000 円が目安とされ、1か月の上限が 60,000 円までとされた。対象期間は平成 23 年 3
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月 11 日から平成 23 年 11 月 30 日までであり、平成 23 年 12 月 1 日以降においては親戚宅や知り合い

宅への宿泊実費は賠償の対象にはなっていない。 

 

③ 賃貸住宅の家賃にかかる費用実費 

 避難先が賃貸住宅の場合に負担した家賃（賃借料）については、第 4 回請求までは「その他請求項

目」にて請求することができる。家賃補助を受けたときは、差額分が賠償の対象である。家賃（賃借

料）がわかる賃貸借契約書（コピー）の添付が必要となる。第 5回請求（包括請求）では、「家賃にか

かる費用相当額」として請求項目が別途設けられた。 

 

ウ 家財道具の移動費用 

 一度の避難につき、片道を 1回として 2回分（1往復分）までが認められている。 

1 回（片道）分の交通費は、自家用車での移動の場合は、避難・帰宅費用の交通費（上記ア）と算定方法

は同じである。自家用車以外（運送業者等）での移動の場合は、実費（領収書に記載の金額）が賠償さ

れる。 

 第 1 回請求、第 2回請求の回数制限は、自家用車による移動が 20 回（10 往復）まで、その他の手段に

よる移動が 10 回までとされている。 

 

(C) 一時立入費用 

 避難等対象者のうち、警戒区域内に住居を有する者が、市町村が政府及び県の支援を得て実施する「一

時立入」に参加又は住居ある避難等対象区域の解除後自ら一時立入するために負担した交通費、宿泊費、

家財道具の移動費用、除染費用を賠償するものである。支払いは 1か月あたり 1回（第 2回請求では月 1

回を超えるときは事情説明が必要）までとされている。 

 

ア 交通費 

 片道あたり、「(B)避難・帰宅費用 ア交通費」と同じ額が賠償される。 

 

イ 宿泊費 

 宿泊にかかる実費（領収書に記載の金額）が賠償される。一時立入 1 回あたり 2 泊が目安とされてい

る。 

 

ウ 家財道具の移動費用 

 賠償額は「(B)避難・帰宅費用 ウ家財道具の移動費用」と同じである。その他の手段による家財道具

の移動は、1回の一時立入について 1回までとされている。 

 

エ 除染費用 

 一時立入に伴う、身体及び持ち出された物の除染にかかる費用を賠償するものである。 

 賠償額は、1人あたり 1回の一時立入あたり 5,000 円である。ただし、負担額が 5,000 円を超えるとき

は領収書などで証明できれば実費が賠償される。 

 

(D) 生命・身体的損害 

 次の損害を賠償するものである。 

 ・原発事故により避難等を余儀なくされたために、傷害を負い、治療を要する程度に健康状態が悪化

（精神的障害を含む）し、疾病にかかり、あるいは死亡したことにより生じた逸失利益、治療費、
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薬代、精神的損害等 

 ・原発事故により避難等を余儀なくされ、これによる治療を要する程度の健康状態の悪化等を防止す

るため、負担が増加した診断費、治療費、薬代等 

 なお、後遺障害を伴わない疾病・障害を対象としており、後遺障害・心的外傷後ストレス障害（ＰＴ

ＳＤ）等及び死亡に関する賠償については、個別に対応することとなっている。 

 原則として、 初の受診が平成 23 年 3 月 11 日から平成 23 年 11 月 30 日までのものが賠償の対象にな

る。 

 

ア 医療費 

 原発事故後、新たに発症した傷病に対しては、負担した医療費の実費（領収書に記載の金額）すべて

が賠償される。既往症（平成 23 年 3 月 11 日時点ですでに発症又は負傷していた傷病で、治癒していな

いもの）の悪化であるときは、負担した医療費の実費（領収書に記載の金額）の累計額が 10 万円未満の

ときは全額が賠償されるが、累計額が10万を超えた場合、超えた部分についてはその50％が賠償される。 

 なお、請求額の累計額が 10 万円（第 2 回請求では 20 万円）を超えるときは、承諾書（東京電力の委

託会社が傷病の調査をすること）と指定診断書（東京電力指定の書式による診断書）の提出が求められ

る。 

 

イ 交通費 

 通院にかかる交通費を賠償するものである。 

 

①  第 1 回請求から第 4回請求までの取扱い 

 タクシーを利用したときは領収書記載の金額が、その他の交通機関を利用したときは受診 1 回あた

り 5,000 円が賠償される。ただし、負担額がこれを超えるときは領収書などで証明できれば実費が賠

償される。 

 

② 第 5回請求からの取扱い 

 「(B)避難・帰宅費用 ア交通費」と同様である。 

 

ウ 宿泊費 

 通院等にかかる宿泊費を賠償するものである。 

 宿泊にかかる実費（領収書に記載の金額）が賠償され、通院 1回あたり 1泊までとされている。 

 

エ 生命・身体的損害による就労不能損害 

 後記(E)「就労不能損害」の基準に準じて賠償される。 

 原発事故に伴う避難生活と生命・身体的損害との間に因果関係があることを確認するため、指定診断

書（東京電力指定の書式による診断書）の提出が必要となる。 

 

オ 入通院慰謝料 

 入通院に伴う慰謝料を賠償するものである。 

 第 1～4回請求（対象期間平成 23 年 3 月 11 日～平成 24 年 5 月 31 日）では、治療開始日から治療終了

日までの日数と実治療日数の 2倍の日数を比較して、少ない日数を対象に、1日あたり 4,200 円が賠償さ

れる。第 5回請求（平成 24 年 6 月 1日～）からは、算定基準が変わり、入通院した日数に応じて賠償さ

れることとなった。 
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 なお、原発事故に伴う避難生活と生命・身体的損害との間に因果関係があることを確認するため、指

定診断書（東京電力指定の書式による診断書）の提出が必要となる。 

 

カ 指定診断書取得費用 

 医療費の累計額が 10 万円（第 2 回請求では 20 万円）を超える場合（上記ア後段）並びに生命・身体

的損害による就労不能損害（上記エ）及び入通院慰謝料（上記オ）を請求するときは、東京電力の指定

診断書が必要となるが、その取得費用（領収書に記載の金額）も賠償の対象となる。 

 

(E) 就労不能損害 

 原発事故により避難等を余儀なくされた勤労者や、平成 23 年 3 月 11 日時点で就職・復職を予定して

いた者が、原発事故による避難等によって就労が困難となり減収又は失業状態となった場合の給与等の

減収分を賠償するものである。 

 

ア 就労不能にかかる損害 

 従前平均月収（平成 22 年 1 月～12 月もしくは平成 22 年 4 月～平成 23 年 3 月の平均月収のいずれか高

い金額）からの減収分が賠償される。月収相当額には、賞与・残業代・各種手当等を含むが、退職金・

通勤手当は含まれない。 

 なお、従前の給与額等の確認ができない場合は、就労の形態に応じて、それを 4 つの就労タイプに区

分し、区分別に従前平均月収を算定する。 

就労タイプ 勤務時間 就労期間 
平成 23 年 2月末時点での 

継続就労期間 

タイプ 1 
フルタイム 

（月平均 140 時間以上） 

定めなし  

タイプ 2 
期間雇用 

6 か月以上 

タイプ 3 6 か月未満 

タイプ 4 
パートタイム 

（月平均 140 時間未満） 

  

 就労タイプに応じて、タイプ 1は 15 万円、タイプ 2及び 3は 9万円、タイプ 4は 3万円を従前平均月

収として賠償される。 

 就労事実は確認できるが、就労タイプが確認できないときは、タイプ 4として取り扱われる。 

 

イ 転居費用 

 原発事故により、対象区域内にあった勤務先が移転、休業等を余儀なくされたために勤務場所を変更

又は転居した場合の転居にかかる費用を賠償するものである。具体的には、①家財道具移動費用、②交

通費、③宿泊費、④礼金・仲介手数料、⑤交通費負担部分が賠償の対象である。 

 

① 家財道具移動費用 

 賠償額は、自家用車での都道府県内の移動であれば、転居 1 回あたり 5,000 円である。ただし、負

担額がこれを超えるときは領収書などで証明できれば実費が賠償される。自家用車での都道府県外へ

の移動では、東京電力が定める「標準交通一覧表（自家用車）」に該当する金額が賠償される。自家用

車での家財道具の移動費用の賠償は 2回までとされる。 

 自家用車以外（運送業者等）での移動の場合は、実費（領収書に記載の金額）が賠償される。回数

は 1回までとされる。 
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② 交通費 

 転居に伴う交通費を賠償するものである。 

 転居 1回あたりの賠償額は、「②避難・帰宅費用 ア交通費」と同様である。 

 

③ 宿泊費 

 宿泊にかかる実費（領収書に記載の金額）が賠償される。転居 1回あたり 1泊が目安とされる。 

 

④ 礼金、仲介手数料 

 領収書に記載の金額が賠償される。 

 

⑤ 通勤費増加分 

 第 4 回請求までは、勤務先から通勤費が支給されていないときに限り、1か月あたり 5,000 円が賠償

される。ただし、自家用車での交通費で、燃費を 1リットルあたり 8km、ガソリン価格を 1リットルあ

たり 151.2 円として算出した交通費が 5,000 円を超えるときは、その金額が賠償される。 

 第 5 回請求（包括請求）では、自家用車での交通費については、通勤距離 1km あたり 22 円で計算し

た交通費（燃費を1リットルあたり8km、ガソリン価格を1リットルあたり170円として変更している）

の増加分が賠償される。 

 

ウ 「特別の努力」の反映 

 中間指針第二次追補では「就労不能等に伴う損害を被った勤労者による転職や臨時の就労等が特別の

努力と認められる場合には、かかる努力により得た給与等を損害額から控除しない等の合理的かつ柔軟

な対応が必要である。」とされたことから、第 4回請求（対象期間平成 24 年 3 月 1日～平成 24 年 5 月 31

日）から、就労で得た一定範囲について、賠償金から控除せずに支払うことになった。なお、遡及して

賠償することにはなっておらず、第 1 回から第３回請求分（対象期間平成 23 年 3 月 11 日～平成 24 年 2

月 29 日）については現在のところ認められていない。 

 対象者は平成 23 年 3 月 11 日以降に新たに就労した就労先から収入を得ている者である。なお、控除

しない金額は月額 50 万円を上限としている。 

 

(F) 検査費用（人） 

 原発事故により、受診した健康診断費用及び放射線検査費用並びに検査に伴う交通費及び宿泊費を賠

償するものである。 

 第 4 回請求（対象期間平成 24 年 3 月 1日から平成 24 年 5 月 31 日）からは、福島県による「県民健康

管理調査」の開始に伴い、負担なく継続的に検査を受けられるようになったことから、賠償の対象から

除かれた。 

 

ア 検査費用 

 健康診断費用については、1人につき 1回あたり 8,000 円が、放射線検査費用については 1人につき

1回あたり 15,000 円が賠償される（領収書又は受診を証する書類が必要）。 

 なお、1 回あたりの費用が 8,000 円（放射線検査費用については 15,000 円）を超えるときは領収書

及び具体的な理由が必要となる。 

 

イ 交通費 

 受診、検査に伴う交通費を賠償するものである。 
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 金額は、(D)生命・身体的損害のイ交通費と同様である。 

 

ウ 宿泊費 

 宿泊にかかる実費（領収書に記載の金額）が賠償される。検査 1回あたり 1泊までとされる。 

 

(G) 検査費用（物） 

 対象区域内の者が、対象区域にあった財物にかかる放射線検査をしたとき費用を賠償するものである。 

 賠償金額は、1回あたり 17,000 円が賠償される（検査を受けたことを証する書面が必要）。 

 なお、1回あたりの費用が 17,000 円を超えるときは領収書及び具体的な理由が必要となる。 

 

(H) 財物価値の喪失又は減少 

 原発事故により避難等を余儀なくされたことに伴い、対象区域内の財物の管理が不能等となったため、

当該財物の価値の全部又は一部が失われたと認められる場合、現実に価値を喪失し又は減少した部分及

びこれに伴う合理的な追加費用を賠償するものである。動産だけではなく不動産も含む。 

 財物価値の喪失又は減少にかかる賠償（以下、「財物賠償」という。）については、東京電力は当初、

被害者の財物状況の確認や想定が難しいことや、放射性物質の除染について実施主体や方法を含めた国

等の方針が明らかになっていないことを理由に、後日案内するとしていた。 

 

ア 自動車等の賠償 

 財物賠償の基準が明らかにされないなか、自動車等の賠償については、平成 24 年 2 月 7日より、二輪

自動車及び特殊自動車を除く自動車について、東京電力独自の基準による賠償が開始された。 

 その後、平成 24 年 4 月 25 日に二輪自動車が対象に追加され、同時に、避難指示区域の見直しにより、

対象区域が追加された。また、修理により使用可能となった自動車に対する賠償が開始された。 

 なお、この時点では依然として対象とされていない特殊自動車（建設重機、農業機械等）、原動機付自

転車、軽車両（自転車等）については、後日開始される、個人事業主及び法人の償却資産に係る賠償や

個人の家財の賠償に含まれるものとされた。 

 

① 使用不能となった自動車の賠償 

賠償の対象と

なる自動車 

 警戒区域内、帰還困難区域（福島第一原子力発電所から半径 20Km 圏外の地域を含む）（以下「対象区

域」という）にある四輪自動車（特殊自動車を除く）及び 125cc 超の二輪自動車のうち、以下のいずれ

かに該当するもの 

(a) 原発事故に伴う対象区域の設定により、管理不能となったため故障した自動車（自動車整備会社等

が作成した故障内容が分かる記録が必要） 

(b) 原発事故に伴う放射線量が基準値を超えたことによって、対象区域外への持出しができない自動車 

(c) 対象区域内にあり、再使用又は譲渡する意思がないため、当社事故に伴う国土交通省の特例措置に

より、永久抹消登録済みである自動車（ただし、警戒区域から居住制限区域又は避難指示解除準備

区域に変更された区域にある自動車については、上記特例措置の対象外となることから、請求する

にあたり、予め廃車手続きが必要となる） 

 ※国土交通省の特例措置とは、国土交通省通達「福島第一原子力発電所から半径 20km 圏内に係る自動

車の抹消登録手続について」（平成 23 年 6 月 9日付 国自情第 55 号）に基づく措置。原発事故に伴

う警戒区域・帰還困難区域設定により立入制限措置が講じられることから、同区域内の車両につい

て、自動車として再使用又は譲渡する意思のない所有者に対し、国土交通省の通達により特例措置

として認められている永久抹消登録及び返納届出をいう。 

 ※地震あるいは津波による損害は除かれる。 

 ※(a)又は(b)に該当する自動車についても、予め国土交通省の特例措置による永久抹消登録（又は廃

車手続き）が必要となる。 
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請求対象者  上記の対象自動車の所有者。 

 ただし、自動車ローンを利用して当該自動車を購入したことにより、所有者と使用者が異なる場合は、

使用者が請求する。なお、この場合、算定した賠償金額から、まず自動車ローン残債務額を自動車ロー

ン会社に支払い、残額が請求対象者に支払われる。 

賠償の基準  車両の本体価格及び合理的な範囲で必要となる諸費用を賠償する。 

 車両の本体価格については、車両価格の鑑定にノウハウを有する第三者機関が、請求書類及び必要な

証明書類に記載されている車両情報をもとに、平成 23 年 3 月 11 日時点（リース車両の場合はリース契

約終了時点）の中古車市場において同種同等の自動車を取得する場合の費用を算定する。 

 なお、現状では汚染された車両の廃棄に関する取り扱いが明確になっていないことから、賠償後も所

有権を移転せず、引き続き警戒区域内にて保有することとする。 終的な廃棄処分で発生する費用は後

日改めて賠償となる。 

請求書類等の

発送 

 「福島原子力補償相談室（コールセンター）」まで連絡し、請求書類を発送を依頼する必要がある。 

 なお、被災した住所が警戒区域内であり、かつこれまでに東京電力に賠償の請求をした者については、

登録されている住所に、東京電力から案内文書（ダイレクトメール）が発送された。 

 

② 修理により使用可能となった自動車に対する賠償 

賠償の対象と

なる自動車 

 原発事故の発生以降、帰還困難区域又は警戒区域にあったため管理不能となり、故障した自動車のう

ち、修理して使用可能となった自動車。 

 ※地震あるいは津波による損害は除く。 

請求対象者  上記の対象自動車の所有者。 

 ただし、自動車検査証等上の所有者と使用者が異なる場合で使用者が修理したときは、使用者が請求

する。 

賠償の基準  合理的な範囲で必要となる修理費用及び請求付随費用を賠償する。 

 なお、修理費用については、中古車市場において同種同等の自動車を取得する際の費用の範囲内とな

る。 

請求書類等の

発送 

「福島原子力補償相談室（コールセンター）」まで連絡し、請求書類を発送を依頼する必要がある。 

 

イ 宅地、建物、借地権に係る賠償（平成 25 年 4 月 1日現在） 

 東京電力は、原賠審の中間指針第二次追補及び政府の方針として公表された「避難指示区域の見直し

に伴う賠償基準の考え方について」を踏まえ、平成 24 年 7 月 24 日、宅地及び建物に係る賠償基準を発

表した。その後、平成 25 年 3 月 29 日、その賠償の準備が整ったとして、賠償手続きを開始することを

明らかにした。 

 

① 対象者及び対象資産 

 

  Ａ 対象者 

    原発事故発生日時点に、対象区域内に賠償の対象となる資産を所有していた個人及び個人事業

主が対象である。なお、対象区域は警戒区域及び計画的避難区域（見直し済区域を除く）、帰還困

難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域である。 

 

    ａ 事故後の相続の取扱い 

      上記の対象者から原発事故発生日以後に相続により対象資産を取得した者も対象者である

が、相続登記が完了している者のみが手続きの対象とされており、相続登記が未了の者の取

扱いは保留されている。 

 

    ｂ 事故後の売買の取扱い 

      上記の対象者が原発事故発生日以後、賠償の合意前に売買により対象資産を売却している

ときでも対象者は変わらないが、売却収入を控除した金額を上限に賠償金額を算定すること



- 19 - 

 

とされている。 

 

  Ｂ 対象資産 

    原発事故発生日時点に対象区域内に存在していた宅地、建物、借地権が対象である。 

    土地の賠償については、現時点では宅地のみであり、宅地以外の土地についての取扱いは未定

である。 

    各対象資産の定義は次のとおりである。 

資産 定義 

宅地 建築物が存在する土地又は宅地造成が完了し法令上建築可能な状態にある土地 

建物 

建築物 
地面にボルト等で固定化され、屋根及び柱若しくは壁を有し、風雨をしのぐことがで

きる外気から遮断された独立した空間を有する構造物 

建築設備 建築物、構築物と一体又は固定化されている設備 

構築物 土地に定着する建築物以外の構造物 

庭木 宅地の上に植えられている植物 

借地権 建築物を所有するために、有償で宅地を利用する権利 

 

 

② 建物の修復費用等に係る賠償金の先行払い 

 平成 24 年 7 月の賠償基準の発表後、建物の本賠償及び避難指示解除後の以前の住居等への帰還に先立

ち、建物の修復費用が必要となることが考えられることから、建物に対する賠償金の一部を、修復費用

等として先行して支払われることになった。なお、支払われた金額は、後日、財物に係る賠償金から清

算される。 

 対象となる建物は、原発事故発生時に避難指示区域内に存在し、かつ、登記された建物である。差押、

仮差押、所有権に関する仮登記及び処分禁止の仮処分が登記されている等、登記記録だけでは所有者を

判断できない建物は対象外とされる。 

 請求対象者は、原発事故発生時に当該建物を所有（又は、原発事故発生後に当該建物を相続）し、現

在も本人の名義で当該建物を所有していることが不動産登記記録によって確認できる者に限られる。 

 支払金額は、登記記録上の床面積（㎡）に 14,000 円を乗じた金額（主たる建物ごとに 1,000 万円が上

限）である。 

 

③ 宅地の時価相当額の算定 

  次のＡＢいずれかの評価方法から選択する。 

  Ａ 定型評価 

    土地の時価相当額を、次のように定型に算定する方法である。 

    ・ 時価相当額 ＝ 固定資産税評価額（平成 22 年度） × 土地計数（1.43） 

  Ｂ 現地評価 

    専門家の実地調査により時価相当額を評価する方法である。 

    課税地目が宅地以外の土地を実際には宅地として利用している場合（※）で、定型評価では確認で

                             
（※）

課税地目が宅地以外の土地を宅地として認定する基準は、①建築物が存在している又は宅地造成が完了している、②道路に 2m 以上

接している、③農地転用許可を得ている、④保安林に指定されていない又は指定されていても立木の伐採又は土地の形質の変更の許可を

得ていることである。なお、宅地造成の完了の基準は、○A 平坦な状態に整地化されており樹木が生い茂っていないこと、○B 周囲の土地と

高低差がある場合は切土、盛土工事が実施されていること、○C 雨水及び汚水を処理するための排水設備（下水管、側溝、ます等）が設置

されていることである。 
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きない場合のみ実施される。なお、一度現地評価を選択した後は、定型評価に変更することが

できない。 

 

④ 建物（建築物）の時価相当額の算定 

 

  Ａ 評価方法の選択 

    次のａ～ｃの３つの評価方法から選択する。 

    ａ 定型評価 

      ⅰ 固定資産税評価額を基にした算定方法 

        平成 22 年度の固定資産税評価額を基に建築物の時価相当額を算定する方法である。 

        ・ 時価相当額 ＝ 固定資産税評価額（平成 22 年度） × 建築物計数（表 1） 

      ⅱ 平均新築単価を基にした算定方法 

        住宅着工統計や建築着工統計に基づく平均新築単価を基に建築物の時価相当額を算定

する方法である。 

        ［居住用建物］ 

         ・ 時価相当額 ＝ 住宅着工統計に基づく平均新築単価を基礎とした単価（表 2） 

                    × 床面積 

        ［非居住用建物（倉庫、車庫等）］ 

         ・ 時価相当額 ＝ 建築着工統計に基づく平均新築単価を基礎とした単価（表 2） 

                    × 床面積 

    ｂ 個別評価 

      契約書等の書類（工事請負契約書（内訳書、建築図面が添付されているもの）及び支払い

を証明する書類（領収書等）など）から建物の実際の取得金額を確認し、時価相当額を次の

算式により算定する方法である。 

      ・ 時価相当額 ＝ 書類に記載の取得金額 ÷ 建築物価調整係数（表 4） 

                 × 取得時からの経年による価値の減少（％）（表 3） 

 

    ｃ 現地評価 

      専門家の実地調査により時価相当額を評価する方法である。 

      ⅰ 部位別積上げによる評価 

      補償コンサルタントが現地調査し、実際の建物を確認した上で、建物を屋根、柱、外

壁などの部位に分解してそれぞれの部位ごとに価格を積上げて新築価格を算定し、それ

に取得時からの経年による価値の減少を考慮して時価相当額を算定する方法である。 

        ・ 時価相当額 ＝ 専門家による部位別積上価格 

                   × 取得時からの経年による価値の減少（％）（表 3） 

      ⅱ 床面積測量による評価 

        未登記、未課税の建物について行われる方法で、補償コンサルタントが現地の面積を

測量したうえで、建物の時価相当額を算出する方法である。 

        ・ 時価相当額 ＝ 住宅着工統計に基づく平均新築単価を基礎とした単価（表 2） 

                   × 床面積 

      ⅲ 不動産鑑定評価書による評価 

        請求者が、自身で不動産鑑定評価書を取得した場合は、その評価額を時価相当額とす

ることができる。なお、取得費用は請求者が負担する。 
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  Ｂ 建物の増改築工事を行っている場合の取扱い 

    建物の増改築工事を行っている場合の増改築部分の評価方法は、増改築部分の課税状況により

算定方法が異なる。 

    増改築部分の課税状況に応じた算定方法は次のとおりである。 

増改築部分の課税状況 

定額評価 

個別評価 

現地評価 

※選択後の変更は 

不可 

固定資産税評価額 

を基に算定 

平均新築単価 

を基に算定 

単独で課税されている 
固定資産税評価額 

により算出 床面積により算出 

（課税面積か登記面積

のいずれか大きい方を

採用） 
契約書等の書

類により算出 

部位別積上げ 

により評価 

（建物本体と 

一体的に評価） 

建物本体と一体的に 

課税されている 

増築部分は建物本体と 

一体的なものとして扱う

（建物本体の評価に増改

築部分が含まれる） 

課税されてなく、 

未登記である 
選択不可 

床面積により算出 

（契約書等の書類によ

る） 

 

 

⑤ 構築物、庭木の時価相当額の算定 

  Ａ 構築物の賠償 

    構築物（建物以外の敷地内の構築物）（外構、カーポート、門扉、ウッドデッキ等）は、建物と

同様に経年に伴う価値減少が生じると考えられるため、時価相当額は経年が加味された建築物の

時価相当額に、構築物の割合（定率 10％としている）を乗じて算定する。 

    ・ 構築物の時価相当額 ＝ 建築物の時価相当額 × 10％ 

 

  Ｂ 庭木の賠償 

    庭木は、経年に伴って価値が減少するとは考え難いとし、庭木の時価相当額は、建築物を現時

点で再調達した場合に必要な金額（想定新築価格）に、庭木の割合（定率 5％としている）を乗じ

て算定する。 

    ・ 庭木の時価相当額 ＝ 建築物の想定新築価格 × 5％ 

               ＝ 建築物の時価相当額 ÷ 取得時からの経年による価値の減少（％）（表 3） × 5％ 

 

  Ｃ 構築物、庭木の賠償金額の算出 

    構築物、庭木の時価相当額を算出するための係数は表 5 のとおりである。なお、この係数は東

京電力から正式に発表されたものではなく、独自に計算したものなので、参考程度に扱ってほし

い。 

    ・ 構築物、庭木の時価相当額 ＝ 建築物の時価相当額 × 構築物、庭木係数（表 5） 

 

⑥ 特定の高額な設備の時価相当額の算定 

  特定の高額な設備とは、固定資産税評価では評価されていない建築設備のうち、建築物係数での一

律の賠償額算定では対応できない「高額な設備」のことをいい、太陽光発電設備、合併浄化槽、井戸

の 3 種類が対象となる。なお、瓦一体型の太陽光発電設備は固定資産税評価に含まれるため、対象外

である。また、償却資産の賠償で受け付けていない、個人事業主が所有し、建築物（勘定科目）に計

上されている取得価額が 100 万円以上の構築物も対象となる。 

  賠償額の算定は次のように行う。 
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  Ａ 取得金額が確認できる場合 

    契約書等の書類（工事請負契約書（内訳書、建築図面が添付されているもの）及び支払いを証

明する書類（領収書等）など）から実際の取得金額を確認し、時価相当額を次の算式により算定

する。 

    ・ 特定の高額な設備の時価相当額 ＝ 書類記載の取得金額 ÷ 建築物価調整係数（表 4） 

                        × 取得時からの経年による価値の減少（％） 

 

  Ｂ 取得金額が確認できない場合 

    取得金額が確認できない場合でも、所有が確認できる書類をもとに、設備別に定額で算定する

ことができる。 

特定の高額な 

設備の種類 
書類の種類 算定方法 

太陽光発電設備 

購入電力料のお知らせ 

または 

太陽光発電余剰電力受給契約

確認書 

単価（47 万円／kW）×証憑に記載の設備容量（kW） 

合併浄化槽 

法定検査結果書 

単価（5 人槽：50 万円、7 人槽：70 万円、10 人槽：100

万円） × 取得時からの経年による価値の減少 

※経年減価は、合併浄化槽の耐用年数を 20 年として計算

※規模（人槽）の記載がない場合は、5人槽として算定 

補助金額決定通知書 

または 

浄化槽の保守点検記録票、浄

化槽の清掃記録票、所有が確

認できる写真等 

井戸 

水質検査報告書 

または 

所有が確認できる写真等 

定額 18 万円 

 

⑦ 借地権の時価相当額の算定 

  借地権及び借地権が設定されている土地の時価相当額は、定型評価又は現地評価により行う。 

 

  Ａ 定型評価 

    定型評価の算定方法は、次のとおりである。なお、当事者に割合の合意がある場合は、その割

合に応じた賠償請求も可能である。 

    ・ 借地権の時価相当額 ＝ 宅地の時価相当額 × 20％ 

    ・ 底地権の時価相当額 ＝ 宅地の時価相当額 × 80％ 

 

  Ｂ 現地評価 

    借地権が設定されている土地の課税地目が宅地以外の場合で、定型評価では確認できない場合

は、専門家の現地調査により土地の時価相当額が算定される。 

    ・ 借地権の時価相当額 ＝ 現地調査による宅地面積 × 現地調査による宅地単価 × 20％ 

    ・ 底地権の時価相当額 ＝ 現地調査による宅地面積 × 現地調査による宅地単価 × 80％ 

 

⑧ 賠償金額の算定 

  賠償金額の算定にあたっては、原発事故から 72 か月（6 年）で財物価値がすべて失われるものとし

て、避難指示期間に応じた割合（避難指示割合）を乗じて賠償金額を算定する。 

  ・ 避難指示割合 ＝ 避難指示期間 ÷ 72 か月 
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 避難指示割合については、区域に応じて次のように取り扱われる。 

  Ａ 帰還困難区域の場合 

    財物価値が全て失われたものとして賠償金額を算定する。避難指示期間割合は 100％（72 か月

÷72 か月）である。 

 

  Ｂ 居住制限区域、避難指示解除準備区域及び見直し未了区域の場合 

    ａ 避難指示解除見込み時期が決定するまで 

      避難指示解除見込み時期が決定するまでは、標準期間を居住制限区域は 36 か月（3年）、避

難指示解除準備区域及び見直し未了区域は 24 か月（2年）として賠償金を算定する。 

 

    ｂ 避難指示解除見込み時期決定 

      避難指示解除見込み時期が決定した場合で、その時期がａの標準期間を上回る場合は、そ

の期間に応じて追加で賠償金額が算定される。 

 

    ｃ 実際の避難指示解除時期決定 

      実際の避難指示解除時期が、ｂの避難指示解除見込み時期を上回る場合は、その期間に応

じて追加で賠償金額が算定される。 

 

  宅地や建物を共有しているときは、共有者が個々に賠償請求をして、持分に応じた賠償金が支払わ

れる。また、賠償請求の諸費用（各種書類の発行費用、コピー費用、現地評価の立会いに必要な実費

等）として定額１万円（１万円を超過した場合は、合理的な範囲内での実費）が賠償される。 

 

  ・ 賠償金額 ＝ 時価相当額 × 避難指示期間割合 × 持分割合 ＋ 諸費用 

 

⑨ 地震、津波による被害があるときの取扱いについて 

 

  Ａ 宅地・借地権 

    地震、津波による控除はせずに賠償金が支払われる。 

 

  Ｂ 建物 

    地震、津波による次の損害の程度に応じた賠償金が控除される。 

損害の程度 
建物の損害状況 賠償金額の 

控除割合 

賠償金額の

支払割合 建物構造別の地震被害状況例 

倒壊 
・地震により建物が倒壊した場合  

・津波により建物が流出した場合 
100％ 0％ 

全損壊 

・地震で構造的に大きく損壊し、住み続けることが困難な状態  

・津波で建物の高さの半分以上が浸水した場合 

50％ 50％ 
【木造】柱や基礎の半分以上が損壊。もしくは、体感できるほどの建物の傾斜  

【鉄骨造】体感できるほどの建物の傾斜。もしくは、外壁の半分以上の落下  

【鉄筋コンクリート造】体感できるほどの建物の傾斜。もしくは、被害の大きな階

で、半分以上の柱や梁などに鉄筋が見えるほどの損壊 
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半損壊 

・地震で構造的に損壊しており、住み続けるためには、大がかりな補修工事が必要

な状態  

・津波で床上１ｍ以上浸水した場合 

20％ 80％ 【木造】一部の部屋が利用できないほどの、柱の損壊や壁の傾斜  

【鉄骨造】外壁材の欠けや目地の開きが、外壁の半分以上で 発生  

【鉄筋コンクリート造】被害の大きな階で、4割を超える柱や梁などで鉄筋が見える

ほどの割れ 

一部損壊 

・地震で構造的な損壊は少なく、比較的簡単な 

補修工事で原状回復が可能な状態  

・津波で床上浸水した場合 

3％ 97％ 【木造】柱、基礎、屋根、外壁などに補修を必要とする損壊 

【鉄骨造】開口部の一部で開閉困難。外壁に目に見えるひび割れや目地にズレ  

【鉄筋コンクリート造】被害の大きな階で、２割を超える柱や梁などで遠目に確認

できる程度の割れ 

 

⑩ 所有資産の確認方法 

  所有資産（宅地、建物、借地権）の確認方法は次のとおりである。 

  Ａ 宅地 

    固定資産の納税義務者と、宅地の登記名義人の一致で確認する。 

    固定資産課税情報がない場合や、未登記である場合の取扱いは未定である。 

 

  Ｂ 建物 

    次のとおりである。 

 登記あり 未登記 

課税あり 納税義務者と土地の登記名義人の一致 

次のいずれか 

・納税義務者と工事請負契約書の名義人の一致 

・納税義務者と土地の登記名義人の一致（※１） 

・（増改築の場合）納税義務者と建物本体の登記名

義人の一致 

課税なし 

平成22年1月2

日以降の新築、

増築登記あり 

請求者と建物の登記名義

人の一致 

衛星写真で建物

あり 

請求者と工事請負契約書の名

義人及び土地の登記名義人の

一致（※１） 

上記以外 未定 
現地調査で建物

あり（※２） 

請求者と土地の登記名義人の

一致（※１） 

    ※１ 同一の所在地に他人名義、共有名義の建物登記がある場合は、他の権利者との合意が必要となる。 

    ※２ 現地評価の床面積測量による評価方法を選択することになる。 

 

  Ｃ 借地権 

    借地権の自己申告があり、直近の地代（平成 23 年 3 月 11 日を含む期間の地代）の支払書類（領

収書又は口座出金記録）がある場合は、請求者と建物の所有者の一致により確認する。なお、建

物の所有確認方法は、Ｂと同様である。 

 

⑪ 所有権の取扱い 

  民法第 422 条では、「債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の

支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。」と定められてお

り、これは不法行為による損害賠償にも類推適用があると解されるため、東京電力が不動産の全額を

賠償した場合、その所有権は東京電力に移転するのが原則である。しかしながら、原賠審の中間指針

第二次追補Ｑ＆Ａの問 13 で、「特段の取り決めをせずに不動産の価値の全額の賠償を受けた場合、不

動産の所有権は賠償を支払った者（東京電力株式会社）に移転するのが原則です（民法第 422 条：損

害賠償による代位）が、賠償に当たり事前に当事者間で話し合いを行うことによって所有者が移転す
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るかどうかを決めることが可能と考えられます」と回答している通り、所有権を移転させないことも

可能であり、実際の賠償請求では請求書（確認書等）の記載により東京電力には所有権は移転しない

取扱い（加えて第三者への譲渡禁止や担保設定の禁止）がなされると考えられる。 

 

⑫ 参考資料 

 

（表 1）建築物係数表 

建築年 

木造 非木造 

木造長期（居宅・共同住宅等） 木造短期（車庫・物置等） RC / SRC 軽量鉄骨 その他非木造 

南相馬市 

田村市 

浪江町 

川俣町 

川内村

葛尾村

飯舘村

その他 

市町村 
南相馬市

田村市

浪江町

川俣町

川内村

葛尾村

飯舘村

その他

市町村
共通 

川内村 

葛尾村 

飯舘村 

その他 

市町村 

川内村

葛尾村

飯舘村

その他

市町村

平 22 2.60 2.91 3.00 2.46 3.42 3.83 3.96 3.25 2.12 2.55 2.47 2.18 2.11 

平 21 2.72 3.04 3.16 2.59 3.49 3.91 4.05 3.32 2.24 2.68 2.61 2.29 2.22 

平 20 2.80 3.13 3.24 2.66 3.50 3.90 4.04 3.31 2.28 2.72 2.64 2.33 2.25 

平 19 2.89 3.23 3.35 2.75 3.61 4.04 4.18 3.44 2.37 2.84 2.76 2.43 2.35 

平 18 3.04 3.39 3.52 2.88 3.75 4.19 4.34 3.56 2.44 2.94 2.86 2.51 2.43 

平 17 3.15 3.51 3.64 2.98 3.88 4.33 4.49 3.68 2.49 3.04 2.95 2.59 2.51 

平 16 3.21 3.57 3.71 3.04 4.05 4.53 4.69 3.84 2.53 3.11 3.02 2.65 2.56 

平 15 3.26 3.64 3.78 3.10 4.16 4.64 4.81 3.95 2.57 3.19 3.11 2.72 2.64 

平 14 3.39 3.80 3.92 3.23 4.27 4.77 4.95 4.06 2.60 3.27 3.17 2.78 2.69 

平 13 3.40 3.80 3.95 3.24 4.34 4.85 5.03 4.12 2.58 3.29 3.19 2.80 2.71 

平 12 3.40 3.81 3.95 3.24 4.41 4.93 5.11 4.19 2.55 3.29 3.19 2.79 2.72 

平 11 3.47 3.88 4.01 3.29 4.59 5.13 5.31 4.36 2.57 3.35 3.26 2.84 2.76 

平 10 3.58 4.01 4.15 3.41 4.95 5.53 5.74 4.71 2.55 3.38 3.27 2.88 2.79 

平 9 3.58 4.00 4.15 3.40 5.17 5.78 4.92 4.92 2.52 3.37 3.27 2.87 2.78 

平 8 3.67 4.11 4.26 3.49 5.37 5.37 5.37 5.37 2.54 3.47 3.36 2.94 2.86 

平 7 3.90 4.35 4.51 3.70 4.88 4.88 4.88 4.88 2.57 3.55 3.44 3.02 2.94 

平 6 4.00 4.46 4.62 3.79 4.32 4.32 4.32 4.32 2.59 3.63 3.52 3.08 2.99 

平 5 4.13 4.61 4.78 3.92 3.79 3.79 3.79 3.79 2.60 3.72 3.61 3.16 3.07 

平 4 4.36 4.88 5.05 4.15 3.30 3.30 3.30 3.30 2.63 3.84 3.73 3.27 3.17 

平 3 4.76 5.32 5.50 4.52 3.79 2.79 2.79 2.79 2.68 4.00 3.88 3.39 3.30 

平 2 5.06 5.66 5.87 4.81 2.86 2.86 2.86 2.86 2.75 4.21 4.09 3.58 3.48 

平元 5.47 6.11 6.34 5.19 2.95 2.95 2.95 2.95 2.86 4.49 4.36 3.82 3.70 

昭 63 6.10 6.82 7.07 5.80 3.13 3.13 3.13 3.13 3.05 4.90 4.76 4.17 4.04 

昭 62 6.81 6.48 6.48 6.48 3.17 3.17 3.17 3.17 3.12 5.18 5.02 4.41 4.27 

昭 61 7.16 7.16 7.16 7.16 3.28 3.28 3.28 3.28 3.19 5.48 5.32 4.66 4.52 

昭 60 6.92 6.92 6.92 6.92 3.27 3.27 3.27 3.27 3.19 5.67 5.50 4.82 4.67 

昭 59 6.74 6.74 6.74 6.74 3.27 3.27 3.27 3.27 3.20 5.93 5.76 5.05 4.89 

昭 58 6.67 6.67 6.67 6.67 3.34 3.34 3.34 3.34 3.29 6.38 6.19 5.43 5.27 

昭 57 6.41 6.41 6.41 6.41 3.32 3.32 3.32 3.32 3.34 6.79 6.58 5.78 5.60 

昭 56 6.25 6.25 6.25 6.25 3.34 3.34 3.34 3.34 3.39 7.07 7.07 6.01 6.01 

昭 55 5.93 5.93 5.93 5.93 3.30 3.30 3.30 3.30 3.42 6.90 6.90 5.86 5.86 

昭 54 6.12 6.12 6.12 6.12 3.44 3.44 3.44 3.44 3.75 7.31 7.31 6.22 6.22 

昭 53 6.77 6.77 6.77 6.77 4.05 4.05 4.05 4.05 4.15 7.82 7.82 6.65 6.65 

昭 52 6.76 6.76 6.76 6.76 4.25 4.25 4.25 4.25 4.37 7.96 7.96 6.76 6.76 

昭 51 6.70 6.70 6.70 6.70 4.27 4.27 4.27 4.27 4.59 8.06 8.06 6.85 6.85 

昭 50 7.03 7.03 7.03 7.03 4.86 4.86 4.86 4.86 5.04 8.50 8.50 7.23 7.23 

昭 49 6.81 6.81 6.81 6.81 4.79 4.79 4.79 4.79 5.12 8.30 8.30 7.06 7.06 

昭 48 7.24 7.24 7.24 7.24 5.25 5.25 5.25 5.25 6.08 9.48 9.48 8.06 8.06 

昭 47 8.68 8.68 8.68 8.68 6.56 6.56 6.56 6.56 7.75 11.58 11.58 10.55 10.24 

昭 46 9.68 9.68 9.68 9.68 7.77 7.77 7.77 7.77 8.50 12.17 12.17 11.54 11.54 

昭 45 9.31 9.31 9.31 9.31 7.85 7.85 7.85 7.85 8.68 11.88 11.88 11.34 11.34 

昭 44 9.48 9.48 9.48 9.48 8.34 8.34 8.34 8.34 9.32 12.18 12.18 11.70 11.70 

昭 43 9.52 9.52 9.52 9.52 8.83 8.83 8.83 8.83 9.99 12.44 12.44 12.05 12.05 

昭 42 9.40 9.40 9.40 9.40 9.23 9.23 9.23 9.23 10.44 12.34 12.34 12.04 12.04 

昭 41 9.53 9.53 9.53 9.53 9.94 9.94 9.94 9.94 11.16 12.52 12.52 12.32 12.32 

昭 40 9.58 9.58 9.58 9.58 10.76 10.76 10.76 10.76 12.02 12.76 12.76 12.68 12.68 

昭 39 9.18 9.18 9.18 9.18 11.05 11.05 11.05 11.05 12.49 12.52 12.52 12.56 12.56 

昭 38 8.68 8.68 8.68 8.68 11.27 11.27 11.27 11.27 12.97 12.26 12.26 12.43 12.43 

昭 37 9.12 9.12 9.12 9.12 11.69 11.69 11.69 11.69 13.57 12.03 12.03 12.34 12.34 

昭 36 9.28 9.28 9.28 9.28 11.83 11.83 11.83 11.83 13.91 11.56 11.56 12.00 12.00 

※ＲＣ…鉄筋コンクリート造、ＳＲＣ…鉄骨鉄筋コンクリート造 
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（表 2）平均新築単価（単位：万円／㎡） 

建築年 

居住用建物 非居住用建物 

建築年 

居住用建物 非居住用建物 

建築年

居住用建物 非居住用建物 

建築物 
構築物 

・庭木 
建築物 

構築物 

・庭木 
建築物

構築物

・庭木
建築物

構築物

・庭木
建築物 

構築物 

・庭木 
建築物

構築物

・庭木

平 23 15.88 2.39 7.20 1.08 平 6 11.38 1.94 2.31 0.60 昭 52 6.88 1.49 1.44 0.51 

平 22 15.61 2.36 6.91 1.06 平 5 11.12 1.91 2.02 0.57 昭 51 6.62 1.46 1.44 0.51 

平 21 15.35 2.33 6.62 1.03 平 4 10.85 1.88 1.73 0.54 昭 50 6.35 1.43 1.44 0.51 

平 20 15.09 2.31 6.34 1.00 平 3 10.59 1.86 1.44 0.51 昭 49 6.09 1.41 1.44 0.51 

平 19 14.82 2.28 6.05 0.97 平 2 10.32 1.83 1.44 0.51 昭 48 5.83 1.38 1.44 0.51 

平 18 14.56 2.25 5.76 0.94 平元 10.06 1.80 1.44 0.51 昭 47 5.56 1.35 1.44 0.51 

平 17 14.29 2.23 5.47 0.91 昭 63 9.79 1.78 1.44 0.51 昭 46 5.30 1.33 1.44 0.51 

平 16 14.03 2.20 5.19 0.88 昭 62 9.53 1.75 1.44 0.51 昭 45 5.03 1.30 1.44 0.51 

平 15 13.76 2.17 4.90 0.85 昭 61 9.26 1.72 1.44 0.51 昭 44 4.77 1.27 1.44 0.51 

平 14 13.50 2.15 4.61 0.83 昭 60 9.00 1.70 1.44 0.51 昭 43 4.50 1.25 1.44 0.51 

平 13 13.23 2.12 4.32 0.80 昭 59 8.74 1.67 1.44 0.51 昭 42 4.24 1.22 1.44 0.51 

平 12 12.97 2.10 4.03 0.77 昭 58 8.47 1.65 1.44 0.51 昭 41 3.97 1.20 1.44 0.51 

平 11 12.70 2.07 3.75 0.74 昭 57 8.21 1.62 1.44 0.51 昭 40 3.71 1.17 1.44 0.51 

平 10 12.44 2.04 3.46 0.71 昭 56 7.94 1.59 1.44 0.51 昭 39 3.44 1.14 1.44 0.51 

平 9 12.17 2.02 3.17 0.68 昭 55 7.68 1.57 1.44 0.51 昭 38 3.18 1.12 1.44 0.51 

平 8 11.91 1.99 2.88 0.65 昭 54 7.41 1.54 1.44 0.51 昭 37 3.18 1.12 1.44 0.51 

平 7 11.65 1.96 2.60 0.62 昭 53 7.15 1.51 1.44 0.51 昭 36 以前 3.18 1.12 1.44 0.51 

 

（表 3）経年減価（平成 22 年から償却開始） 

建築年 

木造 非木造 

建築年 

木造 非木造 

建築年

木造 非木造 

木造長期 

（居宅・共

同住宅等） 

木造短期 

（車庫・

物置等） 

RC / SRC 軽量鉄骨
その他 

非木造 

木造長期

（居宅・共

同住宅等）

木造短期

（車庫・

物置等）

RC / SRC 軽量鉄骨
その他

非木造

木造長期 

（居宅・共

同住宅等） 

木造短期 

（車庫・

物置等） 

RC / SRC 軽量鉄骨
その他

非木造

平 23 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 平 6 0.72 0.32 0.85 0.75 0.77 昭 52 0.43 0.20 0.70 0.51 0.55

平 22 0.98 0.96 0.99 0.99 0.99 平 5 0.70 0.28 0.84 0.74 0.76 昭 51 0.42 0.20 0.69 0.49 0.53

平 21 0.97 0.92 0.98 0.97 0.97 平 4 0.68 0.24 0.83 0.72 0.75 昭 50 0.40 0.20 0.68 0.48 0.52

平 20 0.95 0.88 0.97 0.96 0.96 平 3 0.67 0.20 0.82 0.71 0.73 昭 49 0.38 0.20 0.67 0.46 0.51

平 19 0.93 0.84 0.96 0.94 0.95 平 2 0.65 0.20 0.81 0.69 0.72 昭 48 0.37 0.20 0.66 0.45 0.49

平 18 0.92 0.80 0.96 0.93 0.93 平元 0.63 0.20 0.80 0.68 0.71 昭 47 0.35 0.20 0.65 0.43 0.48

平 17 0.90 0.76 0.95 0.91 0.92 昭 63 0.62 0.20 0.80 0.67 0.69 昭 46 0.33 0.20 0.64 0.42 0.47

平 16 0.88 0.72 0.94 0.90 0.91 昭 62 0.60 0.20 0.79 0.65 0.68 昭 45 0.32 0.20 0.64 0.40 0.45

平 15 0.87 0.68 0.93 0.88 0.89 昭 61 0.58 0.20 0.78 0.64 0.67 昭 44 0.30 0.20 0.63 0.39 0.44

平 14 0.85 0.64 0.92 0.87 0.88 昭 60 0.57 0.20 0.77 0.62 0.65 昭 43 0.28 0.20 0.62 0.37 0.43

平 13 0.83 0.60 0.91 0.85 0.87 昭 59 0.55 0.20 0.76 0.61 0.64 昭 42 0.27 0.20 0.61 0.36 0.41

平 12 0.82 0.56 0.90 0.84 0.85 昭 58 0.53 0.20 0.75 0.59 0.63 昭 41 0.25 0.20 0.60 0.35 0.40

平 11 0.80 0.52 0.89 0.83 0.84 昭 57 0.52 0.20 0.74 0.58 0.61 昭 40 0.23 0.20 0.59 0.33 0.39

平 10 0.78 0.48 0.88 0.81 0.83 昭 56 0.50 0.20 0.73 0.56 0.60 昭 39 0.22 0.20 0.58 0.32 0.37

平 9 0.77 0.44 0.88 0.80 0.81 昭 55 0.48 0.20 0.72 0.55 0.59 昭 38 0.20 0.20 0.57 0.30 0.36

平 8 0.75 0.40 0.87 0.78 0.80 昭 54 0.47 0.20 0.72 0.53 0.57 昭 37 0.20 0.20 0.56 0.29 0.35

平 7 0.73 0.36 0.86 0.77 0.79 昭 53 0.45 0.20 0.71 0.52 0.56 昭 36 0.20 0.20 0.56 0.27 0.33

※ＲＣ…鉄筋コンクリート造、ＳＲＣ…鉄骨鉄筋コンクリート造 

 

（表 4）建築物価調整係数（2010 年を 1.00 とする） 

建築年 

木造 非木造 

建築年 

木造 非木造 

建築年

木造 非木造 

木造長期 

（居宅・共

同住宅等） 

木造短期 

（車庫・

物置等） 

RC / SRC 軽量鉄骨
その他 

非木造 

木造長期

（居宅・共

同住宅等）

木造短期

（車庫・

物置等）

RC / SRC 軽量鉄骨
その他

非木造

木造長期 

（居宅・共

同住宅等） 

木造短期 

（車庫・

物置等） 

RC / SRC 軽量鉄骨
その他

非木造

平 23 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 平 6 1.00 1.00 0.97 0.97 0.97 昭 52 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64

平 22 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 平 5 0.99 1.00 0.97 0.97 0.97 昭 51 0.62 0.63 0.61 0.61 0.61

平 21 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 平 4 0.97 0.98 0.96 0.96 0.96 昭 50 0.57 0.56 0.56 0.56 0.56

平 20 1.03 1.03 1.04 1.04 1.04 平 3 0.95 0.97 0.95 0.95 0.95 昭 49 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56

平 19 1.00 1.00 1.01 1.01 1.01 平 2 0.93 0.95 0.93 0.93 0.93 昭 48 0.51 0.52 0.47 0.47 0.47

平 18 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 平元 0.90 0.92 0.90 0.90 0.90 昭 47 0.40 0.41 0.37 0.37 0.37

平 17 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 昭 63 0.85 0.86 0.85 0.85 0.85 昭 46 0.34 0.35 0.34 0.34 0.34

平 16 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 昭 62 0.84 0.85 0.83 0.83 0.83 昭 45 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34

平 15 0.95 0.95 0.94 0.94 0.94 昭 61 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 昭 44 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32

平 14 0.95 0.95 0.94 0.94 0.94 昭 60 0.82 0.83 0.83 0.83 0.83 昭 43 0.30 0.31 0.30 0.30 0.30

平 13 0.96 0.96 0.94 0.94 0.94 昭 59 0.82 0.83 0.83 0.83 0.83 昭 42 0.28 0.29 0.29 0.29 0.29

平 12 0.97 0.98 0.96 0.96 0.96 昭 58 0.80 0.81 0.81 0.81 0.81 昭 41 0.26 0.27 0.28 0.28 0.28

平 11 0.97 0.98 0.96 0.96 0.96 昭 57 0.81 0.82 0.81 0.81 0.81 昭 40 0.24 0.25 0.26 0.26 0.26

平 10 0.98 0.99 0.97 0.97 0.97 昭 56 0.80 0.81 0.80 0.80 0.80 昭 39 0.24 0.24 0.25 0.25 0.25

平 9 1.01 1.01 0.99 0.99 0.99 昭 55 0.82 0.82 0.80 0.80 0.80 昭 38 0.23 0.24 0.25 0.25 0.25

平 8 1.00 1.01 0.98 0.98 0.98 昭 54 0.76 0.79 0.73 0.73 0.73 昭 37 0.22 0.23 0.24 0.24 0.24

平 7 0.99 1.00 0.97 0.97 0.97 昭 53 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 昭 36 0.22 0.23 0.24 0.24 0.24

※ＲＣ…鉄筋コンクリート造、ＳＲＣ…鉄骨鉄筋コンクリート造 
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（表 5）構築物、庭木係数（参考） 

建築年 

木造 非木造 

建築年 

木造 非木造 

建築年

木造 非木造 

木造長期 

（居宅・共

同住宅等） 

木造短期 

（車庫・

物置等） 

RC / SRC 軽量鉄骨
その他 

非木造 

木造長期

（居宅・共

同住宅等）

木造短期

（車庫・

物置等）

RC / SRC 軽量鉄骨
その他

非木造

木造長期 

（居宅・共

同住宅等） 

木造短期 

（車庫・

物置等） 

RC / SRC 軽量鉄骨
その他

非木造

平 23 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 平 6 0.17 0.26 0.16 0.16 0.16 昭 52 0.22 0.35 0.17 0.20 0.19

平 22 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 平 5 0.17 0.28 0.16 0.17 0.17 昭 51 0.22 0.35 0.17 0.20 0.19

平 21 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 平 4 0.17 0.31 0.16 0.17 0.17 昭 50 0.23 0.35 0.17 0.20 0.20

平 20 0.15 0.16 0.15 0.15 0.15 平 3 0.18 0.35 0.16 0.17 0.17 昭 49 0.23 0.35 0.17 0.21 0.20

平 19 0.15 0.16 0.15 0.15 0.15 平 2 0.18 0.35 0.16 0.17 0.17 昭 48 0.24 0.35 0.18 0.21 0.20

平 18 0.15 0.16 0.15 0.15 0.15 平元 0.18 0.35 0.16 0.17 0.17 昭 47 0.24 0.35 0.18 0.22 0.20

平 17 0.16 0.17 0.15 0.15 0.15 昭 63 0.18 0.35 0.16 0.18 0.17 昭 46 0.25 0.35 0.18 0.22 0.21

平 16 0.16 0.17 0.15 0.16 0.15 昭 62 0.18 0.35 0.16 0.18 0.17 昭 45 0.26 0.35 0.18 0.22 0.21

平 15 0.16 0.17 0.15 0.16 0.16 昭 61 0.19 0.35 0.16 0.18 0.17 昭 44 0.27 0.35 0.18 0.23 0.21

平 14 0.16 0.18 0.15 0.16 0.16 昭 60 0.19 0.35 0.17 0.18 0.18 昭 43 0.28 0.35 0.18 0.23 0.22

平 13 0.16 0.18 0.15 0.16 0.16 昭 59 0.19 0.35 0.17 0.18 0.18 昭 42 0.29 0.35 0.18 0.24 0.22

平 12 0.16 0.19 0.16 0.16 0.16 昭 58 0.19 0.35 0.17 0.18 0.18 昭 41 0.30 0.35 0.18 0.24 0.23

平 11 0.16 0.20 0.16 0.16 0.16 昭 57 0.20 0.35 0.17 0.19 0.18 昭 40 0.31 0.35 0.18 0.25 0.23

平 10 0.16 0.20 0.16 0.16 0.16 昭 56 0.20 0.35 0.17 0.19 0.18 昭 39 0.33 0.35 0.19 0.26 0.24

平 9 0.17 0.21 0.16 0.16 0.16 昭 55 0.20 0.35 0.17 0.19 0.18 昭 38 0.35 0.35 0.19 0.27 0.24

平 8 0.17 0.23 0.16 0.16 0.16 昭 54 0.21 0.35 0.17 0.19 0.19 昭 37 0.35 0.35 0.19 0.27 0.24

平 7 0.17 0.24 0.16 0.17 0.16 昭 53 0.21 0.35 0.17 0.20 0.19 昭 36 0.35 0.35 0.19 0.28 0.25

※ＲＣ…鉄筋コンクリート造、ＳＲＣ…鉄骨鉄筋コンクリート造 

 

 

ウ 家財に係る賠償 

 

① 対象者及び対象資産 

  対象者及び対象資産は以下のとおりである。なお、対象区域は警戒区域及び計画的避難区域（見直

し済み区域を除く）、帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域である。 

 

  Ａ 対象者 

    対象者は次のとおりである。 

    ・平成 23 年 3 月 11 日時点において、対象区域内に居住していた者 

    ・平成 23 年 3 月 11 日時点において、対象区域外に居住していたが、対象区域内に住宅を所有

又は賃借していた者 

    請求の単位は世帯単位となっているが、二世帯住宅（※）など別々の居住空間に住んでいた者は、

それぞれの世帯で請求することができる。 

 

  Ｂ 対象資産 

    対象資産は、原発事故発生時点で個人が所有する事業専用割合 100％未満の動産のうち、原発事

故により財物価値の喪失が発生しうるすべての動産であり、対象区域の家財が対象となる。ただ

し、管理不能等により毀損しない資産（現金、株券、ゴルフ会員権など）、原発事故発生後に対象

区域外に持ち出した資産、他の賠償の対象となっている資産（車両）は賠償の対象外となる。 

    対象資産のうち、自動車等の賠償は先行して開始されていたが、この中でいまだに賠償基準が

明らかにされていなかったもののうち、原動機付自転車、軽車両（自転車等）の賠償は本賠償に

含まれている。 

    東京電力は、家財について、その購入金額につき 30 万円を区切りとして、一般家財と高額家財

とに分け、賠償の取扱いを異にしている。 

                             
（※） 二世帯住宅の判断基準は、①台所（炊事のための設備等）がそれぞれ独立して設置されており、②各世帯の区画が壁及び扉で分離

されていることとされている。 
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    ・ 一般家財 … 一品あたりの購入金額が 30 万円未満のもの 

    ・ 高額家財 … 一品あたりの購入金額が 30 万円以上のもの 

 

家財の具体例 

分類 具体例 

家具 
ベッド、洋服ダンス、食器棚、ダイニングテーブル、ソファー、学習机、イス、鏡台、サイドボード、マ

ガジンラック など 

家電 
ガス器具類 

冷蔵庫、テレビ、パソコン、洗濯機、ガステーブル、冷暖房器具、こたつ、電子レンジ、炊飯ジャー、電

気ポット、掃除機、ミシン、アイロン、DVD プレーヤー、ステレオ、ホットカーペット、電気毛布、トー

スター、コーヒーメーカー、卓上コンロ、布団乾燥機、家庭用コピー機 など 

生活用品 
布団、毛布、枕、食品、食器、調理用器具、タオル類、座卓、カーテン、じゅうたん、座布団、クッショ

ン、玄関マット、スリッパ、傘立、くずかご、裁縫用具、家庭用大工道具、簡易物置、自転車、原動機付

自転車 など 

趣味 
娯楽品 

ピアノ・電子ピアノ等の楽器、カメラ、書籍、ゲーム機、ゲームソフト、園芸用具一式、ゴルフ用具、テ

ニス用具、釣り用具、ボート、スキー用具、花瓶、骨董品、ぬいぐるみ など 

衣類 
携行品 

スーツ、コート、ジャンパー、G パン、スカート、ワンピース、下着、シャツ、携帯電話、腕時計、メガ

ネ、ハンドバック、化粧品、かばん、ネクタイ、ベルト、貴金属、旅行用品、財布、靴 など 

その他 ペット、盆栽、観葉植物、仏壇 など 

 

② 対象区域内の居住者に対する賠償 

  原発事故当時、対象区域内（警戒区域及び計画的避難区域（見直し済み区域を除く）、帰還困難区域、

居住制限区域、避難指示解除準備区域）に居住していた者に対する賠償は次のとおりである。 

 

  Ａ 一般家財の定型賠償について 

    多くの請求者が一般的に所有していることが想定されている家財についての賠償であり、定額

が賠償される。 

    原発事故発生時に避難指示区域内の建物に家財を所有していた者が対象で、世帯人数、家族構

成ごとに定額で賠償される。なお、帰還困難区域については、避難指示期間中の立入りなどの条

件が他の区域と異なり、家財の使用が大きく制限されることから、他の区域と比較して一定程度

賠償額が高く設定されている。 

    警戒区域、計画的避難区域（見直し未了区域）については、居住制限区域、避難指示解除準備

区域と同額の賠償がなされ、後に帰還困難区域に指定された場合は、差額が賠償される。 

 

   一般家財の賠償金額 

世帯構成 

 

 

エリア 

単身の場合 

（定額） 

2 人以上の場合 

（世帯基礎額＋構成員の加算額） 

右以外 

学生 

（中学生、高校生、大

学生、専門学校生等）

世帯基礎額 

構成員の加算額 

大人 1名あたり 子供1名あたり

帰還困難区域 325 万円 40 万円 475 万円 60 万円 40 万円 

居住制限区域 

245 万円 30 万円 355 万円 45 万円 30 万円 

避難指示解除

準備区域 

※平成 23 年 3 月 11 以後に亡くなった世帯員も人数に含まれる。 

※大人 … 平成 5年 4月 1日以前に生まれた者又は平成 23 年 3月 11 日時点においての既婚者 

※子供 … 平成 5年 4月 2日以降に生まれた者（平成 23 年 3 月 11 日時点においての既婚者を除く） 
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  Ｂ 高額家財の賠償について 

    高額家財が、避難等に伴う管理不能等により毀損した場合は、一般家財の定型賠償とは別に修

理、清掃費用相当額として、区域に関係なく、全区域一世帯あたり定額 20 万円が賠償される。 

    なお、仏壇（建築物、構築物と一体又は固定化されているものを除く）は金額に関わらず高額

家財とみなすことができる。 

 

③ 対象区域外の居住者に対する賠償 

  対象区域外の居住者が、対象区域内に自己使用目的で所有、賃借している住宅内で所有している家

財に、管理不能等による毀損が発生した場合は、修理、清掃費用相当額として、区域に関係なく、全

区域所有者一人あたり定額 10 万円が賠償される。 

  なお、所有、賃借している住宅に別の者が居住しているときは請求することはできない。 

 

④ 損害額が定型の賠償金額を超える場合の取扱い 

  避難等に伴う管理不能等により毀損した家財について、修理費用又は家財の原発事故発生時点の時

価相当額（修理不可能のとき）の損害額の合計額が、定型の賠償金額を超えた場合は、その超過分が

賠償される。 

  賠償にあたっては、次の項目ごとに賠償される。 

  ・対象区域内居住者の一般家財の賠償 

  ・対象区域内居住者の高額家財の賠償 

  ・対象区域外居住者の対象区域内の家財の賠償 

  個々の家財の時価相当額は、購入価格ではなく、購入金額から経年を考慮した価値減少分を控除す

る取扱いである。 

  高額家財のペットについては、例外として購入金額の全額が時価相当額とされる。また、離別、死

別に対する精神的損害についても考慮する場合があるとされている。 

 

⑤ 地震、津波による被害があるときの取扱いについて 

  家財の賠償においては、地震、津波による次の損害の程度に応じた賠償金が控除される。 

損害の程度 
建物の損害状況 賠償金額の 

控除割合 

賠償金額の

支払割合 建物構造別の地震被害状況例 

倒壊 
・地震により建物が倒壊した場合  

・津波により建物が流出した場合 
80％ 20％ 

全損壊 

・地震で構造的に大きく損壊し、住み続けることが困難な状態  

・津波で建物の高さの半分以上が浸水した場合 

0％ 100％ 
【木造】柱や基礎の半分以上が損壊。もしくは、体感できるほどの建物の傾斜  

【鉄骨造】体感できるほどの建物の傾斜。もしくは、外壁の半分以上の落下  

【鉄筋コンクリート造】体感できるほどの建物の傾斜。もしくは、被害の大きな階

で、半分以上の柱や梁などに鉄筋が見えるほどの損壊 

半損壊 

・地震で構造的に損壊しており、住み続けるためには、大がかりな補修工事が必要

な状態  

・津波で床上１ｍ以上浸水した場合 

0％ 100％ 【木造】一部の部屋が利用できないほどの、柱の損壊や壁の傾斜  

【鉄骨造】外壁材の欠けや目地の開きが、外壁の半分以上で 発生  

【鉄筋コンクリート造】被害の大きな階で、4割を超える柱や梁などで鉄筋が見える

ほどの割れ 
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一部損壊 

・地震で構造的な損壊は少なく、比較的簡単な 

補修工事で原状回復が可能な状態  

・津波で床上浸水した場合 

0％ 100％ 【木造】柱、基礎、屋根、外壁などに補修を必要とする損壊 

【鉄骨造】開口部の一部で開閉困難。外壁に目に見えるひび割れや目地にズレ  

【鉄筋コンクリート造】被害の大きな階で、２割を超える柱や梁などで遠目に確認

できる程度の割れ 

 

 

エ 旧緊急時避難準備区域、旧屋内退避区域及び南相馬市の一部地域、特定避難勧奨地点の住

宅等の補修・清掃費用 

 旧緊急時避難準備区域、旧屋内退避区域及び南相馬市の一部地域、特定避難勧奨地点に住宅等を所有

していた者で、原発事故による避難等に伴う管理不能により住宅等（建物、付属設備、家財道具等）に

生じた損傷を原状回復させるための補修、清掃費用が賠償される。平成 25 年 3 月 31 日までに実施した

補修・清掃費用が対象となる。 

 請求対象者は、原則として当該区域内に不動産登記された建物を所有している者に限るが、登記がさ

れていなくても、建物の固定資産税納税義務者であり、かつ、建物の所在住所が確認できる場合は請求

可能である。 

 賠償金額は、住宅等の補修・清掃費用の実費である。ただし、自宅に関する補修・清掃費用に限り、

補修・清掃費用の実費が 30 万円以下である場合は定額 30 万円が賠償される。 

 平成 24 年 7 月 31 日以降に受付が開始されるが、当該請求書を入手するには、福島原子力補償相談室

（コールセンター）へ連絡する必要がある。 

 

 

(I) 自主的避難等にかかる損害 

 

① 初回賠償 

 東京電力は、原賠審の中間指針追補（自主的避難等に係る損害について）」に基づき、第 3回請求より、

避難等対象区域内の自主的避難（政府による避難等の指示に基づかずに行った避難）を行った者等に対

する損害賠償を開始した。 

 原発事故発生時に、避難等対象区域内に生活の本拠としての住居があった次の者が対象となる。 

 ・平成 23 年 4 月 23 日から同年 12 月 31 日までの間に避難等対象区域又は自主的避難等対象区域（後

記(5)①を参照）に避難又は滞在した 18 歳以下の者、妊娠していた者 

 ・伊達市の特定避難勧奨地点の住民 

 

 対象期間に発生した損害に対して、次の金額が一律で賠償される。 

対象者 賠償の対象期間 賠償の金額 

右記期間に、避難等対象区域又は自主的避難等対象区域に

避難又は滞在した 18 歳以下の人、妊娠していた者 

平成 23 年 4月 23 日 

～同年 12 月 31 日 
1 人あたり 40 万円 

伊達市の特定避難勧奨地点

の住民 

18 歳以下の者、妊娠してい

た者 

平成 23 年 3月 11 日 

～同年 12 月 31 日 
1 人あたり 40 万円 

上記以外の者 
平成 23 年 3月 11 日 

～同年 4月 22 日 
1 人あたり 8万円 
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 賠償の対象とされる損害は次のとおり。 

対象者 賠償の対象（以下のうち一定の範囲） 

右記期間に、避難等対象区域又は自主的避難等対象区域

に避難又は滞在した 18 歳以下の者、妊娠していた者 

・放射線被ばくへの恐怖や不安、これに伴う行動の自由の制限

等により、正常な日常生活の維持・継続が相当程度阻害され

たために生じた精神的苦痛 

伊達市の特定避難

勧奨地点の住民 

自主的避難を行った場合 

・自主的避難によって生じた生活費の増加費用 

・自主的避難により正常な日常生活の維持・継続が相当程度阻

害されたために生じた精神的苦痛 

・避難及び帰宅に要した移動費用 

自主的避難等対象区域内又は避難

等対象区域内に滞在を続けた場合

・放射線被ばくへの恐怖や不安、これに伴う行動の自由の制限

等により、正常な日常生活の維持・継続が相当程度阻害され

たために生じた精神的苦痛 

・放射線被ばくへの恐怖や不安、これに伴う行動の自由の制限

等により生活費が増加した分があれば、その増加費用 

 

② 追加賠償 

 東京電力は、平成 24 年 12 月、原発事故発生時に、避難等対象区域内に生活の本拠としての住居があ

った次の者に対し、自主的避難等に係る損害について追加賠償することを決定した。 

 対象者は、原発事故発生当時に避難等対象区域に生活の本拠としての住居があり、平成 24 年 1 月 1日

から同年 8 月 31 日の間に避難等対象区域または自主的避難等対象区域に避難または滞在した者である。 

なお、原発事故発生当時に旧屋内退避区域および南相馬市の一部地域に生活の本拠としての住居があっ

た者については、避難の有無や避難先を問わず賠償の対象者としている。 

 なお、本追加賠償をもって、直接請求の方法による当該区域の自主的避難等に係る損害賠償は打ち切

りとなる。 

 

 対象者、賠償の対象・金額等については次のとおりである。 

対象者 

（対象期間 平成 24 年 1月 1日～平成 24 年 8月 31

日） 

金額 損害の対象 

原発事故発生時に、避難等対象区域に生活の本拠とし

ての住居があった者で、対象期間に避難等対象区域ま

たは自主的避難等対象区域に避難または滞在した者

のうち、次のいずれかに該当する者 

①対象期間に 18 歳以下であった期間がある者（平成 5

年 1月 2日～平成 24 年 8月 31 日生まれの者） 

②対象期間に妊娠していた期間がある者 

1 人あたり

8万円 

①自主的避難により正常な日常生活の維持・継続が

相当程度阻害されたために生じた精神的苦痛等 

②避難等対象区域又は自主的避難対象区域に滞在

を続けた場合における放射線被ばくへの恐怖や

不安、これに伴う行動の自由の制限等により、正

常な日常生活の維持・継続が相当程度阻害された

ために生じた精神的苦痛 

原発事故発生時に、旧屋内退避区域及び南相馬市の一

部地域（主に鹿島区）に生活の本拠としての住居があ

った者 

1 人あたり

4万円 

 避難等対象区域での生活において負担した追加

的費用等（清掃業者への委託費用など） 

 

 

(J) その他請求明細 

 東京電力の請求書では、原発事故に起因する損害のうち、他の請求明細に記入できない損害項目のた

めに「その他請求明細」の欄を設けている。 

 東京電力の請求明細（「避難生活等による精神損害」「避難・帰宅費用」「一時立入費用」「生命・身体

的損害」「就労不能損害」「検査費用（人）」「検査費用（物）」）に当てはまらない項目は、すべてこの明

細に記入して請求することになる。 

 賠償請求のために取得した住民票等の取得実費及びコピー代や、生活に必要不可欠な家財道具等につ
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いて、従前の居宅から持ち出しができない等の理由により避難期間中に新たに購入した場合等の損害な

どが考えられる。 

 

(6) 「自主的避難等対象区域」対象者の直接請求 
 

(A) 自主的避難等に係る損害賠償 

 東京電力は、原賠審の中間指針追補（自主的避難等に係る損害について）に基づき、平成 24 年 3 月 5

日より、自主的避難等対象区域の対象者に対する損害賠償を開始した。 

 「自主的避難等対象区域」とは、福島市､二本松市､伊達市､本宮市､桑折町､国見町､川俣町､大玉村､郡

山市､須賀川市､田村市､鏡石町､天栄村､石川町､玉川村､平田村､浅川町､古殿町､三春町､小野町､相馬市､

新地町､いわき市のうち、「避難等対象区域」を除く区域である。 

 原発事故発生時（平成 23 年 3 月 11 日）に自主的避難等対象区域に生活の本拠としての住所があった

者が対象である。 

 対象期間に発生した損害に対して、次の金額が一律で賠償される。 

 

対象者 対象期間 金額 その他 

18 歳以下であった者 

（平成 4 年 3 月 12 日～平成 23 年 12 月 31 日

生まれの者） 平成 23年 3月 11日～

平成 23 年 12 月 31 日

1 人あたり 

40 万円 

自主的避難（政府等の指示に基づ

かずに行った避難）した場合は、1

人あたり 20 万円を追加 
妊娠していた者 

（平成 23年 3月 11 日～平成 23年 12 月 31 日

の間に妊娠していた期間がある者） 

上記以外の者 
平成 23年 3月 11日～

平成 23 年 4月 22 日 

1 人あたり 

8 万円 
 

 

 賠償の対象とされる損害は次のとおり。 

対象者 賠償の対象（以下のうち一定の範囲） 

自主的避難を行った

場合 

・自主的避難によって生じた生活費の増加費用 

・自主的避難により正常な日常生活の維持・継続が相当程度阻害されたために生じた精神的苦痛

・避難及び帰宅に要した移動費用 

自主的避難等対象区

域内に滞在を続けた

場合 

・放射線被ばくへの恐怖や不安、これに伴う行動の自由の制限等により、正常な日常生活の維持・

継続が相当程度阻害されたために生じた精神的苦痛 

・放射線被ばくへの恐怖や不安、これに伴う行動の自由の制限等により生活費が増加した分があ

れば、その増加費用 

 

(B) 福島県「県南地区」 対象者の追加 

 東京電力は、平成 24 年 6 月 11 日から、福島県の県南地区についても自主的避難等に係る損害賠償の

支払いを開始した。福島県県南地区とは白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、

塙町、鮫川村の各市町村である。 

 対象者は、原発事故発生時（平成 23 年 3 月 11 日）に、県南地区に生活の本拠としての住居があった

者で、18 歳以下であった人及び妊娠していた者であり、賠償金額は、避難の有無にかかわらず 1 人あた

り 20 万円である。 

 なお、県南地区の住民に対しては、福島県原子力被害応急対策基金の活用事業として、原発事故に伴

う被害からの早期の回復を図るために行う様々な活動を支援することを目的に、18 歳以下であった者及

び妊娠していた者に対しては 10 万円が、その他の住民に対しては 4万円が給付金として福島県から別途

支給されている。 
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県南地区の損害賠償及び地域給付金 

対象者 対象期間 金額 その他 

18 歳以下であった者 

（平成 4 年 3 月 12 日～平成 23 年 12 月 31 日

生まれの者） 平成 23年 3月 11日～

平成 23 年 12 月 31 日

1 人あたり

20 万円 

福島県から 

10 万円の給付金 妊娠していた者 

（平成 23年 3月 11 日～平成 23年 12 月 31 日

の間に妊娠していた期間がある者） 

上記以外の者   
福島県から 

4 万円の給付金 

 

(C) 福島県「会津地区」の地域給付金（参考） 

 東京電力の損害賠償ではないが、福島県会津地区（会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐

梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町、下郷町、檜枝

岐村、只見町、南会津町）の住民に対しては、福島県県南地区と同様に、福島県原子力被害応急対策基

金の活用事業として、原発事故に伴う被害からの早期の回復を図るために行う様々な活動を支援するこ

とを目的に給付金が支給されている。支給金額は、18 歳以下であった者及び妊娠していた者に対しては

20 万円、その他の住民に対しては 4万円である。 

 

(D) 「宮城県丸森町」対象者の追加 

 東京電力は、平成 24 年 8 月 20 日から、宮城県丸森町の住民に対しても自主的避難等に係る損害賠償

の支払いを開始した。 

 内容については、福島県県南地区に対する賠償と同様である。 

 

(E) 自主的避難等に係る損害に対する追加賠償 

 東京電力は、平成 24 年 12 月、自主的避難等対象区域、福島県「県南区域」、「宮城県丸森町」の対象

者に対し、自主的避難等に係る損害について追加賠償することを決定した。 

 原発事故発生時（平成 23 年 3 月 11 日）に対象区域に生活の本拠としての住所があった者が対象であ

り、対象期間は平成 24 年 1 月 1日から同年 8月 31 日までである。 

 なお、本追加賠償をもって、直接請求の方法による自主的避難等に係る損害賠償は打ち切りとなる。 

 対象者、賠償の対象・金額等については次のとおりである。 

対象者 

（対象期間 平成24年 1月 1日～平成24年 8月 31日）
区域 金額 

対象期間に 18 歳以下であった期間がある者 

（平成 5年 1 月 2日～平成 24 年 8月 31 日生まれの者）
自主的避難等 

対象区域 

1人あたり

12 万円 

損害の対象①②として 8万円

損害の対象③④として 4万円
対象期間に妊娠していた期間がある者 

対象期間に 18 歳以下であった期間がある者 

（平成 5年 1 月 2日～平成 24 年 8月 31 日生まれの者）
福島県「県南区域」

「宮城県丸森町」

1人あたり

8万円 

損害の対象①②として 4万円

損害の対象③④として 4万円
対象期間に妊娠していた期間がある者 

上記以外の者 
1人あたり

4万円 
損害の対象③④ 

損害の対象（対象期間平成 24 年 1 月 1日から同年 8月 31 日） 

①自主的避難により正常な日常生活の維持・継続が相当程度阻害されたために生じた精神的苦痛、生活費の増加費用、な

らびに避難及び帰宅に要した移動費用 

②放射線被ばくへの恐怖や不安、これに伴う行動の自由の制限等により、正常な日常生活の維持・継続が相当程度阻害さ

れたために生じた精神的苦痛、および、生活費が増加した分があればその増加費用 

③自主的避難等対象区域での生活において負担された追加的費用（清掃業者への委託費用など） 

④前回の賠償金額を超過して負担された生活費の増加費用、ならびに避難および帰宅に要した移動費用等 
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地図（自主的避難等対象区域） 

 
（文部科学省ホームページより） 

 

(7) 簡易請求方式の導入（第 3 回請求、第 4 回請求） 
 

 東京電力は、第 3 回請求から簡易請求方式を導入し、請求書のページ数、記入分量を大幅に削減する

とともに、領収書等の証憑の添付を省略することで、被害者の負担の軽減を図った。 
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 簡易請求方式による請求書は第 3 回と第 4 回である。第 5 回の請求からは包括請求方式の導入に伴い

簡易請求方式による請求書は提供されないこととなった。 

 

(A) 避難生活等による精神的損害 

 避難生活等による精神的損害については、従来の請求とほぼ同様である。 

 

(B) 就労不能損害 

 請求書には、前回までの請求実績に基づき、事故以前の収入（3 か月分）、前回の収入（3 か月分）と

差引金額（3か月分）がすでに印字されている。 

 請求自体は従来の請求とほぼ同様である。 

 

(C) 実費 

 「避難・帰宅費用」「一時立入費用」「生命・身体的損害」「検査費用（人）」「検査費用（物）」の賠償

項目が、「実費」として 1項目にまとめられた。 

 請求書の項目欄には前回の請求実績の金額が印字され、さらに請求欄には、前回実績の 100％（75％超

100％以下）、75％（50％超 75％以下）、50％（25％超 50％以下）、25％（0％超 25％以下）、0％の金額が

印字された行が設けられ、実際にかかった実費に該当する行をチェックすることで、証憑なしで、各段

階の上限金額まで賠償が受けられるようになった。 

 例えば、前回実績が 20 万円のときは、請求欄には 20 万円（15 万円超 20 万円以下）、15 万円（10 万円

超 15 万円以下）、10 万円（5 万円超 10 万円以下）、5 万円（0 円超 5 万円以下）、0 円（0％）の各行が設

けられ、実際にかかった実費が 6万円であるときは、10 万円（5万円超 10 万円以下）の行にチェックす

ることで、証憑なしで 10 万円の賠償が受けられる。 

 なお、実際にかかった実費が前回実績を上回るときは、実費の内訳を記載した用紙と領収書等の証憑

の提出が必要となる。 

 

(D) その他 

 その他請求明細についても、実費（上記③）に関する項目と同様の変更となった。 

 ただし、第 3回請求分の記載実績は、第 1回請求分と第 2回請求分の実績の平均 3か月分である。第 3

回請求では前回実績が 30 万円を超えるときは 30 万円が上限とされ、第 4回請求では前回実績が 20 万円

を超えるときは 20 万円が上限となる。 

 なお、請求金額が前回実績を上回るときは、その他の内訳を記載した用紙と領収書等の証憑の提出が

必要となるのは実費請求と同様である。 

 

(8) 包括請求方式の導入 
 

 包括請求方式とは、被害者が生活の再建や生活基盤の確立に向けて、まとまった賠償金を早期に受け

取ることができるよう、将来分を含めた一定期間に発生するすべての損害項目に対する賠償金を包括し

て請求できる方式であり、第 5回請求から導入された。 

 賠償金額はこれまでの賠償実績等から、主な請求項目ごとに一般的に想定される金額とされているが、

実際に負担した実費の総額が包括賠償金額を上回った場合は、必要かつ合理的な範囲の超過分が追加で

支払われる。 

 



- 36 - 

 

(A) 避難指示区域、旧緊急時避難準備区域の住民の包括賠償 

 

ア 避難生活等による精神的損害 

 平成 24 年 4 月 1 日以降の見直し後の避難指示区域に応じて、対象期間 1 か月につき 10 万円が包括し

て賠償される。 

区域 金額（1人あたり） 対象期間 

帰還困難区域 600 万円 平成 24 年 6月 1日から平成 29 年 5 月 31 日まで 5年分 

居住制限区域 240 万円 
平成 24 年 6月 1日から平成 26 年 5 月 31 日まで 2年分 

（標準期間の場合） 

避難指示解除 

準備区域 
120 万円 

平成 24 年 6月 1日から平成 25 年 5 月 31 日まで 1年分 

（標準期間の場合） 

警戒区域及び計画

的避難区域（見直

し済みの区域は除

く） 

120 万円 
平成 24 年 6月 1日から平成 25 年 5 月 31 日まで 1年分 

※見直し完了後は、見直し後の区域に応じて追加で賠償される

旧緊急時避難準備

区域 

精神的損害として 30 万円 平成 24 年 6月 1日から平成 24 年 8 月 31 日までの 3か月分 

中学生以下の者、

高等学校に在学し

ていた者に対し、

精神的損害として
※ 

35 万円 

平成 24 年 9月 1日から平成 25 年 3 月 31 日までの 7か月分 

※学校などの再開状況を踏まえ月額 5 万円の精神的損害の賠償

を加算 

※第 5回請求書には記載されず別途通知 

※中学生以下か高等学校に在学していたかの判断は、平成 24

年 9 月 1 日時点で判断され、高等学校在学者は 15 歳から 18

歳の者が対象者である。 

通院交通費等の生

活費増加分として 
20 万円 平成 24 年 9月 1日から平成 25 年 3 月 31 日までの 7か月分 

 

イ 就労不能損害 

 原発事故発生時の収入をもとに、「特別の努力」を反映のうえ包括賠償される。 

 なお、賠償対象期間後は、具体的な事情を確認したうえで判断するとされた。 

区域 対象期間 

帰還困難区域 

平成 24 年 6月 1日から平成 26 年 2 月 28 日までの 1年 9 か月分 

居住制限区域 

避難指示解除準備区域 

警戒区域及び計画的避難区

域（見直し済みの区域は除

く） 

旧緊急時避難準備区域 

・従前の勤務先が避難指示区域（特定避難勧奨地点を除く）内の場合は平成 24 年 6月 1日

から平成 26 年 2月 28 日までの 1年 9か月分 

・従前の勤務先が上記以外の場合は、平成 24 年 6月 1 日から同年 12 月 31 日までの 7か月

分 

 

ウ 避難・帰宅等にかかる実費費用相当額 

 帰宅・転居費用、一時立入費用、同一世帯内の移動費用、検査費用（物）及び検査費用（人）につい

て、平成 24 年 4 月 1日以降の見直し後の避難指示区域に応じて、それぞれ次の金額が包括して賠償され

る。 

 

                             
※ 平成 24 年 7 月発表の東京電力プレスリリース（PR）では、対象者は中学生以下のみとされていたが、

平成 25 年 2 月の賠償開始の PR では、対象者に高等学校在学者が加えられた。 
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区域 金額（1人あたり） 対象期間 

帰還困難区域 

79 万 2000 円 

※同一世帯 6 人目からは 

69 万 2000 円 

平成 24 年 6月 1日から平成 29 年 5 月 31 日まで 5年分 

居住制限区域 
1 人 43 万 7000 円 

※同一世帯 6 人目からは 31 万 7000 円

平成 24 年 6月 1日から平成 26 年 5 月 31 日まで 2年分 

（標準期間の場合） 

避難指示解除 

準備区域 

1 人 25 万 2000 円 

※同一世帯 6 人目からは 

19 万 2000 円 

平成 24 年 6月 1日から平成 25 年 5 月 31 日まで 1年分 

（標準期間の場合） 

警戒区域及び計画的

避難区域（見直し済

みの区域は除く） 

1 人 25 万 2000 円 

※同一世帯 6 人目からは 

19 万 2000 円 

平成 24 年 6月 1日から平成 25 年 5 月 31 日まで 1年分 

旧緊急時避難 

準備区域 

1 人 11 万 7,000 円 

※同一世帯 6 人目からは 

10 万 2,000 円 

平成 24 年 6月 1日から同年 8 月 31 日までの 3か月分 

 

 なお、金額の内訳は次のとおりである。 

請求項目 帰還困難区域 居住制限区域 
避難指示解除

準備区域 

警戒区域及び計画

的避難区域（見直し

済みの区域は除く）

旧緊急時避難

準備区域 
備考 

対象期間 

平成 24 年 6 月

1 日から平成

29年 5月 31日

までの 5年間 

平成 24 年 6 月

1 日から平成

26年 5月 31日

まで 2年間（標

準期間の場合） 

平成 24 年 6 月

1 日から平成

25年 5月 31日

まで 1年間（標

準期間の場合）

平成 24 年 6

月1日から平

成 25 年 5 月

31日まで1年

間 

平成 24 年 6 月

1 日から同年 8

月 31 日までの

3か月分 

 

帰宅・転居

費用 
5 万円 5 万円 5 万円 5 万円 5 万円 

帰宅又は転居 1 回分

の費用 

一時立入費

用 

10 万円 

（1世帯あた

り上限 50 万

円） 

12 万円 

（1世帯あた

り上限 60 万

円） 

6 万円 

（1世帯あた

り上限 30 万

円） 

6 万円 

（1世帯あた

り上限 30 万

円） 

1 万 5,000 円 

（1世帯あた

り上限 7万

5,000 円） 

福島近郊から 1 か月

（帰還困難区域は 3

か月）に 1 回 5,000

円の対象期間分 

同一世帯内

の移動費用 
60 万円 24 万円 12 万円 12 万円 3 万円 

原発事故により別居

状態になった同一世

帯内の移動費用 

1 回あたり 5,000 円、

1か月あたり2回の対

象期間分 

検査費用

（物） 
1 万 7,000 円 1 万 7,000 円 1 万 7,000 円 1 万 7,000 円 1 万 7,000 円 

検査費用（物）の 1

回分の費用 

検査費用

（人） 
2 万 5,000 円 1 万円 5,000 円 5,000 円 5,000 円 

1年に1回 5,000円の

交通費の対象期間分 

合計 
79 万 

2,000 円 

43 万 

7,000 円 

25 万 

2,000 円 

25 万 

2,000 円 

11 万 

7,000 円 

 

 

エ 家賃にかかる実費費用相当額 

 避難等に伴う家賃にかかる費用相当額が包括して賠償される。対象期間は、帰還困難区域及び居住制

限区域が平成 24 年 6 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日までの 1 年 10 か月分、避難指示解除準備区域が平

成 24 年 6 月 1日から平成 25 年 5 月 31 日まで（標準期間の場合）の 1年分である。 

 

区域名 対象期間 

帰還困難区域 平成 24 年 6月 1日から平成 26 年 3 月 31 日までの 1年 10 か月分 
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居住制限区域 

避難指示解除準備区域 
平成 24 年 6月 1日から平成 25 年 5 月 31 日までの 1年分 

（標準期間の場合） 

警戒区域及び計画的避難区域 

（見直し済みの区域は除く） 
平成 24 年 6月 1日から平成 25 年 5 月 31 日までの 1年分 

旧緊急時避難準備区域 平成 24 年 6月 1日から同年 8 月 31 日までの 3か月分 

 

 なお、平成 26 年 4 月 1日以降の家賃の取扱いについては、その時点による状況を踏まえ、改めて通知

されることになった。ただし、中間指針第二次追補では、不動産全額の賠償を受けることが可能となっ

た時期を終期とする原賠審の考え方が示されている 

 

(B) 旧屋内退避区域及び南相馬市の一部地域内の準備区域、避難等対象区域外の住民 

 就労不能損害について、原発事故発生時の収入をもとに、「特別の努力」を反映のうえ包括して賠償さ

れる。対象期間は、従前の勤務先が避難指示区域（特定避難勧奨地点を除く）内の場合は平成 24 年 6 月

1日から平成 26 年 2 月 28 日までの 1年 9か月分、従前の勤務先が旧緊急時避難準備区域内の場合は、平

成 24 年 6 月 1日から同年 12 月 31 日までの 7か月分である。 
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標準交通費一覧表（自家用車） （単位：千円）

 北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 富山 石川 福井 山梨 長野 岐阜 静岡 愛知

北海道  45 53 59 54 60 63 70 67 71 69 76 72 74 73 77 79 84 78 78 82 82 83
青森 45  12 17 14 19 22 28 26 29 28 36 31 33 31 35 38 42 36 36 41 40 41
岩手 53 12  14 10 16 19 25 23 26 25 33 28 29 28 32 34 39 33 33 39 37 38
宮城 59 17 14  14 9 12 18 15 19 17 26 20 22 21 25 27 32 26 26 30 30 31
秋田 54 14 10 14  15 18 25 22 26 26 33 27 29 28 32 34 39 32 33 37 37 38
山形 60 19 16 9 15  13 20 17 17 21 27 22 24 13 17 19 24 21 21 24 27 25
福島 63 22 19 12 18 13  11 9 13 11 18 13 14 14 18 20 25 16 23 27 22 27

茨城 70 28 25 18 25 20 11  9 9 11 11 10 11 17 20 23 28 15 18 23 19 24
栃木 67 26 23 15 22 17 9 9  9 7 14 10 12 16 19 21 23 15 15 19 19 20
群馬 71 29 26 19 26 17 13 9 9  6 13 7 10 14 17 20 24 11 12 16 18 19
埼玉 69 28 25 17 26 21 11 11 7 6  11 4 7 16 17 19 21 8 10 19 14 18
千葉 76 36 33 26 33 27 18 11 14 13 11  8 9 24 24 28 26 13 18 22 17 22
東京 72 31 28 20 27 22 13 10 10 7 4 8  5 14 18 21 21 7 13 16 13 17
神奈川 74 33 29 22 29 24 14 11 12 10 7 9 5  19 21 23 19 7 14 16 10 15

新潟 73 31 28 21 28 13 14 17 16 14 16 24 14 19  14 16 21 18 18 21 24 23
富山 77 35 32 25 32 17 18 20 19 17 17 24 18 21 14  6 12 14 14 12 17 16
石川 79 38 34 27 34 19 20 23 21 20 19 28 21 23 16 6  11 12 17 13 17 16
福井 84 42 39 32 39 24 25 28 23 24 21 26 21 19 21 12 11  17 12 7 13 12
山梨 78 36 33 26 32 21 16 15 15 11 8 13 7 7 18 14 12 17  10 14 12 15
長野 78 36 33 26 33 21 23 18 15 12 10 18 13 14 18 14 17 12 10  14 16 15
岐阜 82 41 39 30 37 24 27 23 19 16 19 22 16 16 21 12 13 7 14 14  13 11
静岡 82 40 37 30 37 27 22 19 19 18 14 17 13 10 24 17 17 13 12 16 13  13
愛知 83 41 38 31 38 25 27 24 20 19 18 22 17 15 23 16 16 12 15 15 11 13  

三重 92 50 47 40 47 32 32 28 29 24 23 27 22 20 29 20 21 14 22 21 15 18 11
滋賀 87 45 42 35 42 27 29 27 25 20 21 24 20 18 24 15 14 8 18 17 11 16 8
京都 86 45 42 34 41 26 28 32 29 24 26 30 25 23 25 15 15 9 23 19 14 20 13
大阪 92 50 47 40 47 32 34 29 28 25 26 29 25 20 29 20 19 14 23 22 16 18 11
兵庫 93 51 48 41 48 33 36 33 29 26 28 31 26 24 30 21 21 15 24 24 17 22 16
奈良 93 50 47 40 47 32 33 28 28 25 22 25 21 18 29 20 19 13 23 22 16 17 10
和歌山 92 51 48 41 47 33 37 34 29 27 28 32 28 25 30 21 24 19 23 25 16 23 17

鳥取 98 56 53 46 53 38 40 38 34 33 32 35 31 29 35 26 24 19 29 28 22 27 21
島根 103 62 59 51 58 44 46 43 40 39 37 41 37 34 40 31 31 25 34 34 27 32 26
岡山 97 55 52 45 52 37 39 36 33 32 31 34 30 28 34 25 24 18 28 27 21 25 20
広島 101 60 57 49 56 41 44 41 38 37 35 39 34 32 38 29 29 23 32 32 25 30 24
山口 108 67 63 56 63 48 51 48 44 44 42 46 41 39 45 36 36 30 39 39 32 37 31

徳島 99 57 54 47 56 39 44 41 38 37 35 37 34 32 36 27 29 21 32 32 23 28 24
香川 101 59 56 49 56 40 43 40 37 36 35 38 34 32 38 28 28 22 31 31 24 29 24
愛媛 108 66 63 56 63 48 51 48 43 44 40 46 39 39 45 36 36 30 39 39 32 37 31
高知 107 65 62 55 62 46 49 46 42 42 41 44 40 38 44 34 34 28 37 37 30 35 30

福岡 114 72 69 62 69 54 56 53 50 49 48 51 45 45 51 42 41 35 45 44 37 42 37
佐賀 115 73 70 63 70 55 57 55 51 51 49 53 48 46 52 43 43 37 46 45 38 44 36
長崎 117 75 72 65 72 57 59 56 53 50 51 54 50 48 54 45 44 38 48 47 40 45 40
熊本 118 76 73 66 73 58 60 58 54 51 52 55 51 49 55 46 45 40 49 48 42 46 41
大分 115 73 70 63 70 55 57 52 51 47 48 52 47 46 52 43 42 36 45 45 37 43 37
宮崎 121 80 77 69 76 61 64 61 58 54 55 59 54 52 58 49 49 43 52 52 45 50 44
鹿児島 122 81 77 70 77 62 65 62 58 55 56 60 55 53 59 50 50 44 53 53 46 51 45

 三重 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島

北海道 92 87 86 92 93 93 92 98 103 97 101 108 99 101 108 107 114 115 117 118 115 121 122
青森 50 45 45 50 51 50 51 56 62 55 60 67 57 59 66 65 72 73 75 76 73 80 81
岩手 47 42 42 47 48 47 48 53 59 52 57 63 54 56 63 62 69 70 72 73 70 77 77
宮城 40 35 34 40 41 40 41 46 51 45 49 56 47 49 56 55 62 63 65 66 63 69 70
秋田 47 42 41 47 48 47 47 53 58 52 56 63 56 56 63 62 69 70 72 73 70 76 77
山形 32 27 26 32 33 32 33 38 44 37 41 48 39 40 48 46 54 55 57 58 55 61 62
福島 32 29 28 34 36 33 37 40 46 39 44 51 44 43 51 49 56 57 59 60 57 64 65

茨城 28 27 32 29 33 28 34 38 43 36 41 48 41 40 48 46 53 55 56 58 52 61 62
栃木 29 25 29 28 29 28 29 34 40 33 38 44 38 37 43 42 50 51 53 54 51 58 58
群馬 24 20 24 25 26 25 27 33 39 32 37 44 37 36 44 42 49 51 50 51 47 54 55
埼玉 23 21 26 26 28 22 28 32 37 31 35 42 35 35 40 41 48 49 51 52 48 55 56
千葉 27 24 30 29 31 25 32 35 41 34 39 46 37 38 46 44 51 53 54 55 52 59 60
東京 22 20 25 25 26 21 28 31 37 30 34 41 34 34 39 40 45 48 50 51 47 54 55
神奈川 20 18 23 20 24 18 25 29 34 28 32 39 32 32 39 38 45 46 48 49 46 52 53

新潟 29 24 25 29 30 29 30 35 40 34 38 45 36 38 45 44 51 52 54 55 52 58 59
富山 20 15 15 20 21 20 21 26 31 25 29 36 27 28 36 34 42 43 45 46 43 49 50
石川 21 14 15 19 21 19 24 24 31 24 29 36 29 28 36 34 41 43 44 45 42 49 50
福井 14 8 9 14 15 13 19 19 25 18 23 30 21 22 30 28 35 37 38 40 36 43 44
山梨 22 18 23 23 24 23 23 29 34 28 32 39 32 31 39 37 45 46 48 49 45 52 53
長野 21 17 19 22 24 22 25 28 34 27 32 39 32 31 39 37 44 45 47 48 45 52 53
岐阜 15 11 14 16 17 16 16 22 27 21 25 32 23 24 32 30 37 38 40 42 37 45 46
静岡 18 16 20 18 22 17 23 27 32 25 30 37 28 29 37 35 42 44 45 46 43 50 51
愛知 11 8 13 11 16 10 17 21 26 20 24 31 24 24 31 30 37 36 40 41 37 44 45

三重  9 12 6 11 5 8 18 24 17 22 28 19 21 28 27 34 35 37 38 34 42 42
滋賀 9  7 10 10 10 15 16 21 15 19 26 19 18 26 24 31 33 34 36 31 39 40
京都 12 7  9 8 11 16 13 18 11 16 23 16 15 22 21 27 28 30 31 28 35 36
大阪 6 10 9  8 5 10 11 17 10 15 22 12 14 22 20 27 29 30 31 27 35 36
兵庫 11 10 8 8  10 15 12 16 7 12 18 15 13 21 19 24 25 27 28 25 32 32
奈良 5 10 11 5 10  9 14 19 12 17 24 15 16 24 22 29 31 32 34 29 37 38
和歌山 8 15 16 10 15 9  20 25 18 23 30 20 21 28 27 33 36 37 36 34 42 43

鳥取 18 16 13 11 12 14 20  12 5 12 18 15 12 20 18 22 25 26 27 23 31 32
島根 24 21 18 17 16 19 25 12  11 9 14 17 14 21 20 19 21 22 24 19 27 28
岡山 17 15 11 10 7 12 18 5 11  11 16 14 10 18 17 21 22 24 26 20 30 31
広島 22 19 16 15 12 17 23 12 9 11  11 16 12 14 19 17 19 20 21 17 25 26
山口 28 26 23 22 18 24 30 18 14 16 11  23 22 21 24 13 15 16 17 13 21 22

徳島 19 19 16 12 15 15 20 15 17 14 16 23  5 13 11 29 30 32 33 28 36 37
香川 21 18 15 14 13 16 21 12 14 10 12 22 5  12 11 26 27 30 31 27 35 36
愛媛 28 26 22 22 21 24 28 20 21 18 14 21 13 12  6 27 28 30 31 27 34 35
高知 27 24 21 20 19 22 27 18 20 17 19 24 11 11 6  30 31 33 34 30 35 38

福岡 34 31 27 27 24 29 33 22 19 21 17 13 29 26 27 30  7 10 11 10 14 15
佐賀 35 33 28 29 25 31 36 25 21 22 19 15 30 27 28 31 7  6 10 10 13 12
長崎 37 34 30 30 27 32 37 26 22 24 20 16 32 30 30 33 10 6  10 11 14 15
熊本 38 36 31 31 28 34 36 27 24 26 21 17 33 31 31 34 11 10 10  11 9 10
大分 34 31 28 27 25 29 34 23 19 20 17 13 28 27 27 30 10 10 11 11  16 17
宮崎 42 39 35 35 32 37 42 31 27 30 25 21 36 35 34 35 14 13 14 9 16  8
鹿児島 42 40 36 36 32 38 43 32 28 31 26 22 37 36 35 38 15 12 15 10 17 8  
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標準交通費一覧表（その他交通機関） （単位：千円）

 北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 富山 石川 福井 山梨 長野 岐阜 静岡 愛知

 

北海道  31 35 38 50 39 41 32 36 36 32 32 32 31 42 42 45 47 32 40 48 38 47
青森 31  12 16 11 17 18 25 21 24 21 22 22 22 28 29 47 48 24 26 31 27 30
岩手 35 12  12 10 13 14 23 18 22 19 20 20 20 26 28 44 44 22 24 28 24 28
宮城 38 16 12  9 6 9 15 14 19 16 18 16 17 24 26 36 28 20 22 26 22 25
秋田 50 11 10 9  12 13 29 30 30 25 26 25 25 13 43 43 39 29 23 39 31 38
山形 39 17 13 6 12  9 20 14 20 16 17 17 17 25 26 27 28 21 22 26 23 26
福島 41 18 14 9 13 9  13 12 18 14 15 14 15 23 24 25 27 17 20 24 20 24

茨城 32 25 23 15 29 20 13  7 14 9 9 10 11 19 20 29 23 13 17 20 16 20
栃木 36 21 18 14 30 14 12 7  13 9 11 10 11 19 20 21 24 13 16 21 17 21
群馬 36 24 22 19 30 20 18 14 13  10 11 10 11 13 15 16 19 13 11 21 17 21
埼玉 32 21 19 16 25 16 14 9 9 10  8 6 6 16 17 18 20 9 12 18 12 17
千葉 32 22 20 18 26 17 15 9 11 11 8  7 8 16 18 19 21 12 15 18 12 18
東京 32 22 20 16 25 17 14 10 10 10 6 7  7 16 17 19 20 10 14 17 12 16
神奈川 31 22 20 17 25 17 15 11 11 11 6 8 7  17 18 21 20 9 14 16 11 16

新潟 42 28 26 24 13 25 23 19 19 13 16 16 16 17  16 17 21 19 19 26 21 25
富山 42 29 28 26 43 26 24 20 20 15 17 18 17 18 16  8 10 29 20 13 19 15
石川 45 47 44 36 43 27 25 29 21 16 18 19 19 21 17 8  9 32 21 12 18 16
福井 47 48 44 28 39 28 27 23 24 19 20 21 20 20 21 10 9  20 24 10 16 12
山梨 32 24 22 20 29 21 17 13 13 13 9 12 10 9 19 29 32 20  13 20 15 19
長野 40 26 24 22 23 22 20 17 16 11 12 15 14 14 19 20 21 24 13  13 20 13
岐阜 48 31 28 26 39 26 24 20 21 21 18 18 17 16 26 13 12 10 20 13  12 6
静岡 38 27 24 22 31 23 20 16 17 17 12 12 12 11 21 19 18 16 15 20 12  12
愛知 47 30 28 25 38 26 24 20 21 21 17 18 16 16 25 15 16 12 19 13 6 12  

三重 49 32 29 27 40 28 26 22 23 23 19 19 18 18 27 16 18 13 21 15 8 14 7
滋賀 51 46 30 40 39 42 26 23 24 24 20 21 19 19 27 13 12 11 22 17 12 16 11
京都 54 30 30 42 38 42 26 23 24 24 19 21 19 19 27 13 12 11 22 16 12 16 11
大阪 50 45 45 40 38 41 40 23 24 24 20 21 20 19 28 14 13 12 22 17 13 16 12
兵庫 51 46 31 40 36 41 41 23 23 25 21 19 20 21 28 15 14 12 23 17 14 17 13
奈良 51 46 46 40 39 42 26 24 25 25 21 22 20 20 28 14 13 11 23 18 13 17 12
和歌山 51 47 31 42 41 42 28 23 23 24 22 24 19 18 28 17 16 13 23 18 14 17 14

鳥取 60 54 52 49 57 50 47 27 28 28 39 39 39 39 31 23 23 18 27 24 18 22 18
島根 71 66 54 60 59 62 59 43 45 45 41 41 41 41 51 59 22 22 45 48 20 23 20
岡山 53 48 32 33 41 31 29 25 27 27 23 23 23 22 30 18 17 16 25 21 17 20 17
広島 77 79 37 48 42 47 47 30 30 30 26 26 24 27 32 22 21 20 30 23 20 22 20
山口 49 39 43 38 46 53 36 30 36 32 32 32 27 32 38 23 22 21 32 25 22 23 21

徳島 54 57 53 31 56 50 29 42 43 43 39 39 38 38 49 18 17 15 42 20 16 20 15
香川 53 49 45 31 49 32 29 34 36 35 32 32 23 23 41 19 18 17 35 39 18 21 19
愛媛 64 59 54 53 59 55 54 45 45 45 41 41 41 41 51 59 24 21 45 48 31 37 30
高知 65 60 58 53 59 56 49 43 45 42 41 41 41 40 51 59 23 22 44 48 19 23 21

福岡 60 58 42 48 56 54 46 41 42 42 28 28 39 39 48 25 24 23 42 46 22 25 24
佐賀 63 48 45 51 56 55 49 41 45 42 40 41 41 41 51 27 26 25 42 46 25 27 25
長崎 69 74 62 68 66 69 57 52 29 52 48 49 48 43 58 62 27 27 52 55 26 53 27
熊本 65 51 48 53 61 54 52 38 38 39 35 36 34 34 53 28 28 27 47 51 28 29 28
大分 65 64 59 56 64 64 54 49 50 50 46 46 47 46 56 59 26 26 50 53 26 28 25
宮崎 76 71 59 51 58 67 49 50 50 50 40 42 40 40 56 48 47 44 44 46 39 52 39
鹿児島 70 65 62 47 55 60 45 41 41 41 37 37 36 36 59 67 31 30 40 56 43 43 42
沖縄 62 81 72 59 56 77 46 53 54 54 49 50 49 49 48 56 55 53 53 46 48 54 47

 三重 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

北海道 49 51 54 50 51 51 51 60 71 53 77 49 54 53 64 65 60 63 69 65 65 76 70 62
青森 32 46 30 45 46 46 47 54 66 48 79 39 57 49 59 60 58 48 74 51 64 71 65 81
岩手 29 30 30 45 31 46 31 52 54 32 37 43 53 45 54 58 42 45 62 48 59 59 62 72
宮城 27 40 42 40 40 40 42 49 60 33 48 38 31 31 53 53 48 51 68 53 56 51 47 59
秋田 40 39 38 38 36 39 41 57 59 41 42 46 56 49 59 59 56 56 66 61 64 58 55 56
山形 28 42 42 41 41 42 42 50 62 31 47 53 50 32 55 56 54 55 69 54 64 67 60 77
福島 26 26 26 40 41 26 28 47 59 29 47 36 29 29 54 49 46 49 57 52 54 49 45 46

茨城 22 23 23 23 23 24 23 27 43 25 30 30 42 34 45 43 41 41 52 38 49 50 41 53
栃木 23 24 24 24 23 25 23 28 45 27 30 36 43 36 45 45 42 45 29 38 50 50 41 54
群馬 23 24 24 24 25 25 24 28 45 27 30 32 43 35 45 42 42 42 52 39 50 50 41 54
埼玉 19 20 19 20 21 21 22 39 41 23 26 32 39 32 41 41 28 40 48 35 46 40 37 49
千葉 19 21 21 21 19 22 24 39 41 23 26 32 39 32 41 41 28 41 49 36 46 42 37 50
東京 18 19 19 20 20 20 19 39 41 23 24 27 38 23 41 41 39 41 48 34 47 40 36 49
神奈川 18 19 19 19 21 20 18 39 41 22 27 32 38 23 41 40 39 41 43 34 46 40 36 49

新潟 27 27 27 28 28 28 28 31 51 30 32 38 49 41 51 51 48 51 58 53 56 56 59 48
富山 16 13 13 14 15 14 17 23 59 18 22 23 18 19 59 59 25 27 62 28 59 48 67 56
石川 18 12 12 13 14 13 16 23 22 17 21 22 17 18 24 23 24 26 27 28 26 47 31 55
福井 13 11 11 12 12 11 13 18 22 16 20 21 15 17 21 22 23 25 27 27 26 44 30 53
山梨 21 22 22 22 23 23 23 27 45 25 30 32 42 35 45 44 42 42 52 47 50 44 40 53
長野 15 17 16 17 17 18 18 24 48 21 23 25 20 39 48 48 46 46 55 51 53 46 56 46
岐阜 8 12 12 13 14 13 14 18 20 17 20 22 16 18 31 19 22 25 26 28 26 39 43 48
静岡 14 16 16 16 17 17 17 22 23 20 22 23 20 21 37 23 25 27 53 29 28 52 43 54
愛知 7 11 11 12 13 12 14 18 20 17 20 21 15 19 30 21 24 25 27 28 25 39 42 47

三重  13 13 9 12 8 11 16 22 19 21 23 12 19 31 23 24 27 28 29 27 40 43 48
滋賀 13  6 6 7 7 10 12 28 13 17 19 10 14 22 16 21 23 35 24 23 33 26 43
京都 13 6  6 7 7 9 15 30 13 17 20 10 14 22 17 21 23 35 26 23 32 26 43
大阪 9 6 6  6 6 8 13 27 12 16 19 9 13 22 15 20 23 35 24 23 32 25 43
兵庫 12 7 7 6  7 9 11 27 11 15 18 9 13 22 15 20 22 35 24 23 32 26 42
奈良 8 7 7 6 7  9 13 28 12 16 20 10 14 23 22 21 22 35 24 23 33 26 43
和歌山 11 10 9 8 9 9  14 17 13 17 19 10 14 23 22 21 23 36 24 23 35 26 43

鳥取 16 12 15 13 11 13 14  10 11 16 19 15 12 15 14 22 24 26 26 24 38 29 52
島根 22 28 30 27 27 28 17 10  12 10 18 16 13 35 17 21 23 50 25 23 48 41 58
岡山 19 13 13 12 11 12 13 11 12  12 15 10 7 12 10 18 19 22 22 20 35 26 48
広島 21 17 17 16 15 16 17 16 10 12  11 17 13 13 16 15 17 19 19 17 31 24 44
山口 23 19 20 19 18 20 19 19 18 15 11  18 16 19 18 12 14 16 16 14 28 21 42

徳島 12 10 10 9 9 10 10 15 16 10 17 18  9 10 11 32 34 37 37 23 37 43 69
香川 19 14 14 13 13 14 14 12 13 7 13 16 9  12 9 19 21 22 23 22 35 27 43
愛媛 31 22 22 22 22 23 23 15 35 12 13 19 10 12  9 29 23 50 25 24 45 29 57
高知 23 16 17 15 15 22 22 14 17 10 16 18 11 9 9  32 33 35 37 38 48 43 62

福岡 24 21 21 20 20 21 21 22 21 18 15 12 32 19 29 32  9 12 11 13 22 16 35
佐賀 27 23 23 23 22 22 23 24 23 19 17 14 34 21 23 33 9  9 10 13 23 16 25
長崎 28 35 35 35 35 35 36 26 50 22 19 16 37 22 50 35 12 9  13 15 27 19 38
熊本 29 24 26 24 24 24 24 26 25 22 19 16 37 23 25 37 11 10 13  17 16 13 28
大分 27 23 23 23 23 23 23 24 23 20 17 14 23 22 24 38 13 13 15 17  11 21 48
宮崎 40 33 32 32 32 33 35 38 48 35 31 28 37 35 45 48 22 23 27 16 11  10 33
鹿児島 43 26 26 25 26 26 26 29 41 26 24 21 43 27 29 43 16 16 19 13 21 10  39
沖縄 48 43 43 43 42 43 43 52 58 48 44 42 69 43 57 62 35 25 38 28 48 33 39  
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３ 原子力損害賠償紛争解決センターの和解仲介手続きの申立て（以下「原発

ＡＤＲ」と記載）について 
 

(1) はじめに 
 

(A) 原子力損害賠償紛争解決センターについて 

 原子力損害賠償紛争解決センター（以下「原紛センター」と記載）は、東京電力の事故で被害を受け

た方に対する損害賠償請求について、円滑、迅速、かつ公正に紛争解決することを目的として平成 23 年

8 月に設置された機関である。 

  本来、原子力損害の賠償に関する和解仲介の手続きは、原子力損害の賠償に関する法律（昭和 36 年 6

月 17 日法律第 147 号）により、文部科学省に設置される原子力損害賠償紛争審査会（以下「原賠審」と

記載）の所掌とされているが、今回の原発事故では解決すべき案件が多数存在することが想定されるた

め、原賠審の下部組織として、和解の仲介を専門に扱う原紛センターが設置された。 

 原紛センターは、文部科学省の他、法務省、裁判所、弁護士等の専門家らによって構成されている。 

 

(B) 原紛センターの組織 

 原紛センターの組織は、総括委員会、パネル、原子力損害賠償紛争和解仲介室（庶務担当）からなる。 

このうち、実際に、和解仲介手続きを行うのはパネルと呼ばれる組織で、仲介委員と調査官で組織され

る。仲介委員は、当事者双方の意見を聞いて和解案を策定する役割を担い、調査官は、仲介委員を補佐

し資料の整理や調書の作成などを行う。事件の申立てがあると、総括委員会が事件を担当する仲介委員

を指名する。 

 原紛センターが平成 25 年 2 月に作成した活動状況報告書によると、平成 24 年 12 月末日時点で、仲介

委員が 205 名、調査官が 91 名、和解仲介室職員 112 名の合計 408 名体制で紛争の解決にあたっていると

のことである。平成 25 年 2 月 1日時点では、調査官は 133 名、和解仲介室職員は 125 名とのことである。 

 原紛センターの事務所は、当初、東京事務所と福島事務所（郡山市）の２箇所のみだったが、平成 24

年 7 月に福島県内に 4箇所の支所（県北、会津、いわき、相双）が設置され、同年 8月に東京にもう 1

箇所事務所が開設された（新たに設置された事務所が第一東京事務所となり、従前の東京事務所は第二

東京事務所となった）。現在は、7箇所体制となっている。 

 このうち、申立書の正式受理を行うのは、第一東京事務所のみとなる。 

 

事務所 〒番号 所 在 

福島事務所 963-8811 郡山市方八町 1-2-10 郡中東口ビル 2階 

 県北支所 960-8021 福島市霞町 1-52 福島市市民会館 503 号室 

いわき支所 
970-8026 いわき市平字堂根町 1-4 

いわき市文化センター第 2 会議室 

相双支所 
975-0031 南相馬市原町区錦町 1-30 

福島県南相馬合同庁舎 403 会議室 

会津支所 965-0001 会津若松市一箕町松長 1-17-62 

第一東京事務所 

〔申立書の正式受理〕 

105-0003 東京都港区西新橋 1-5-13 第 8 東洋海事ビル 9階 

第二東京事務所 105-0004 東京都港区新橋 1-9-6 COI 新橋ビル 3階 
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原子力損害賠償紛争解決センターＨＰより 

 

(C) 原紛センターの現状 

 平成 25 年 3 月 15 日現在の原紛センターへの申立件数は 5,801 件となっており、そのうち約 48％に当

たる 2,781 件の事件がなんらかの形で終結している。終結した事件の内訳は、和解成立 2,408 件（全部
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和解 1,940 件、一部和解 373 件、仮払和解 95 件）、取下げ 477 件、打切り 363 件、却下 1件となってい

る。また、相談等の電話は 1万 5千件にのぼる。 

 全体として、本人申立てが多く、証拠等の精査に時間がかかることや、原紛センターの人的問題（仲

介委員、調査官の不足等）により、審理が停滞する傾向にある。 

 なお、申立てにおける主な損害項目は以下のとおり。 

 

〔 申立てにおける主な損害項目 〕 

個人／事業者の別 申立ての割合 申立ての概要（主な論点） 

個 人 ８割弱 

① 精神的損害の賠償額の算定について 

② 避難費用（自主的避難を含む）に対する賠償について 

③ 自主除染に対する賠償について 

④ 生活費増加に対する賠償について 

⑤ 就労不能損害に対する賠償額の算定について 

⑥ 財物（土地・建物・家財道具等）の価値喪失等について 

事業者 ２割強 
① 営業損害の賠償額の算定について 

② 事業用の財物の価値喪失等について 

 

 

(2) 司法書士と原発ＡＤＲについて 
 

(A) 原発ＡＤＲ申立書類の作成 

 当初、原紛センターへの申立書類作成が司法書士法第 3 条 1 項第 4 号の業務に入るのか判然とせず、

積極的な被害者支援の障害となっていた。 

 司法書士が業務として原発ＡＤＲの書類作成ができるようにするよう福島県司法書士会から要望し、

法務省と日本司法書士会連合会が協議した結果、司法書士法第 3 条第 1 項第 4 号の業務に準ずるものと

して扱うことができることが明確になった。これにより、認定司法書士に限らず全ての司法書士が、業

務として原発ＡＤＲの申立書類を作成できることが明らかとなった。 

 

(B) 原発ＡＤＲ申立の代理 

 申立ての対象が 140 万円以下なら認定司法書士は、代理人として原発ＡＤＲの申立てを行うことがで

きる。 

 前記の原紛センターに申立てられている主な損害項目を見ると 140 万円以下になる事案も多いものと

思われる。また、東京電力は、請求の一部に争いがある場合でも、争いがある部分と争いがない部分の

損害項目が異なる場合には、争いがある部分を除いて直接請求を受け付けていることから、争いがある

部分に限定して申立てすれば 140 万円以下になるケースもあると思われるため、認定司法書士には代理

を必要としている被害者支援を積極的に行っていただきたい。（ただし、全体では 140 万円を超える損害

を 140 万円以下になるように抜き取って請求することはできないので注意を要する） 

 

(C) 震災法テラスの利用 

 震災法テラス（法テラス（日本司法支援センター）の震災法律援助）とは、平成 24 年 3 月 23 日に成

立した「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律」

に基づき、東日本大震災に際し、災害救助法が適用された区域（東京都は除く）に平成 23 年 3 月 11 日

に居住していた者等を対象として、無料で法律相談を行い、（「震災法律相談援助」）、弁護士・司法書士

の費用の立替えを行う（「震災代理援助」「震災書類作成援助」）制度である。これまでの資力等の要件を

緩和し、民事裁判に限定されない裁判外紛争解決手続を対象とする等、被災者が利用しやすいものにな
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っている。 

 

 平成 24 年 10 月 1 日付けで日本司法支援センター本部から各地方事務所長、支部長に対して、司法書

士が行う原子力損害賠償紛争解決センターに提出する書類作成について、その請求額にかかわらず、『東

日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律』に基づく

震災書類作成援助の適用対象とできるとの通知がなされました。 

 この取り扱いは、東日本大震災・福島第一原発事故による膨大な数の被災者・被災者を迅速に救済す

る必要があり、そのために原子力損害賠償紛争解決センターを活用して早急に被害者の救済を図ること

が強く求められていること等が大きな理由です。そのため、司法書士は、これを契機として更なる震災

法律援助契約司法書士の増加と震災法律援助実績の向上を図っていかなければなりません。 

（平成 24 年 10 月 2 日付け日司連発第 1076 号から抜粋） 

 日本司法書士会連合会と法務省との協議により、原紛センターに提出する申立書類の作成について、

司法書士法第 3 条第 1 項第 4 号における「裁判所に提出する書類の作成」と同一の取扱いとすることが

できることが確認された。つまり、全ての司法書士が業務として申立書類の作成ができるということで

ある。 

 司法書士が身近な法律家として社会から認識され、社会から求められた結果がこのような取り扱いに

つながったものと思われる。社会や被災者からの期待に応えるため、積極的に原発ＡＤＲに取り組み、

震災法テラスを活用すべきである。 

 

(3) 原発ＡＤＲの手続き 
 

(A) 依頼者から相談を受ける場合の留意点 

 司法書士が原子力損害賠償の相談を受ける場合、次のような事項に留意すべきである。 

 

① どのような損害について納得がいかないのか？ 

② 損害と原発事故に相当因果関係があるか？ 

③ その損害について、中間指針ではどのように扱われているか？ 

④ 東京電力に直接請求できないのか？ 

⑤ 直接請求できる場合、賠償額や基準はどうなっているか？ 

⑥ 依頼者は東京電力に直接請求したことがあるか？（争いがない部分について請求は終わっている

か？） 

⑦ その損害は、原紛センターの総括基準において賠償すべき損害とされているのか？ 

⑧ 同種の損害について、原紛センターにおける和解事例はあるのか？ 

⑨ 依頼者に直接請求・原発ＡＤＲ・裁判について、概要、メリット・デメリットを説明したか？ 

⑩ 依頼者の希望は？ 
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解決方法としてＡＤＲを選択するのは、主に、 

 ① 直接請求できるが賠償額に納得できないケース 

 ② 直接請求できないケース（東電の基準に合致しない。必要な書類が提出できない等） 

                             の２つになると思われる。 

 

 

 

 

(B) 相談を受ける側に求められる知識 

 (A)に記載したように、相談を受ける司法書士には、中間指針や東京電力への直接請求についての知識

が求められる。また、相談された事例と同じような事案について、どのような和解案が出されているか、

原発ＡＤＲの和解事例についても知っておく必要がある。 

 なお、原紛センターのホームページには、これまでの和解事例が掲載されているほか、総括基準（複

数の事件に共通する取扱いについて原紛センターが定めた基準）などが掲載されている。 

 

  

① 直接請求できるが賠償額に納得できないケースの例 

  直接請求では、避難による精神的損害に対する賠償額は月額 12 万円（避難所にいた月）

とされているが、私は、身体に障害があるため、避難所での不便な生活により多大な精神

的苦痛を味わった。他の方と同じ額では納得できない。 

 

② 直接請求できないケースの例 

  警戒区域から車を持ち出した（持ち出した時は国の基準値を下回っていた）が、持ち出

し後再計測してみたら線量が高く、小さい子どももいることから売却することにした。し

かし、線量が高かったことから（中古車販売会社の車両の流通に関する自主規制により）

買取を拒否された。 
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(C) 原発ＡＤＲの流れ（標準的な例） 

 

 

 

 

                    寄りの原紛センター事務所・支所に持参 

                    または第一東京事務所に郵送 

 

                    受理・不受理について書面で連絡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          打ち切り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 申立書の作成 

 申立書に定められた様式はない。申立書に記載すべき事項は次のとおり。（根拠；原子力損害賠償紛

争解決センター和解仲介業務規定〔以下「和解仲介業務規定」と記載〕第 11 条、原子力損害賠償紛争

審査会の組織等に関する政令〔以下「政令」と記載〕第 5 条） 

 

① 申立人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては代表者の氏名 

② 当事者の一方から和解の仲介の申立てをしようとするときは、他の当事者の氏名又は名称及び

住所又は居所並びに法人にあっては代表者の氏名 

③ 和解の仲介を求める事項及び理由 

④ 紛争の問題点及び交渉経過の概要 

⑤ 申立ての年月日 

⑥ その他和解の仲介に関し参考となる事項 

和解仲介手続申立書の作成

申立書の受理 

申立書の提出 

和解の仲介 

仲介委員の指定 

主張の整理・補充 

答弁書 

口頭審理期日 

和解案の提示 

全部合意・一部合意 

（和解成立） 

全部不合意・一部不合意 

（和解不成立） 

東京電力からの 

賠償金の支払い 

再度の和解の

仲介申立 

民事訴訟の提起など 

他の手段を検討 
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⑦ 指定通知場所（原紛センターから通知を受けるべき場所） 

⑧ 代理人によって申立てをするときは、代理人の氏名及び住所 

⑨ 前各号のほか総括委員会が定めた事項 

 なお、被害者本人が申立てするときのために、簡易な申立様式が用意されており、原紛センターのホ

ームページからダウンロードできるほか、原紛センター事務所、支所の受付に備えられている。 

 

イ 添付書類 

 申立書と一緒に次の書類を提出する必要がある。（和解仲介業務規定第 10 条） 

① 申立てを基礎づける証拠書類があるときは、その証拠書類の写し 

② 当事者が法人であるときは、その代表者の資格を証明する書面（ただし、東京電力のものは不

要） 

③ 代理人によって申立てをするときは、その代理権限を証明する書面 

④ 政令第６条の規定により代表者を選定するときは、その事実を証明する書面（いわゆる選定当

事者を選定して手続きを進める場合は、選定したことを証明する書面） 

⑤ 申立書副本（２部） 

 

 

 

ウ 申立書の提出 

 申立書の正式な受理は、第一東京事務所のみで行うとされている。申立てする側としては、第一東京

事務所に郵送するか、 寄りの原紛センター事務所、支所に持参することとなる。 寄りの原紛センタ

ーに持参した場合、形式的な不備がないかその場でチェックしてもらえるほか、第一東京事務所に郵送

してもらえる。この場合、申立書が第一東京事務所に到達した段階で正式受理される。 

 なお、受理についての審査の段階で、原紛センターから書類の追加を依頼される場合がある。また、

原紛センターにおける検討の後、受理・不受理について書面で連絡がある。 

 

エ 仲介委員の指名 

 申立てが受理されると、総括委員会によって仲介委員が指名される。仲介委員は中立・公正な立場で

和解の仲介手続きを実施する委員であり、1名又は 2名以上指名され、少なくとも 1人は弁護士とされて

いる。（和解仲介業務規定第 16 条） 

 仲介委員が指名されると、申立人に指名通知書が送付される。 

 

オ 答弁書の受領 

 東京電力は、仲介委員が指定する期限までに、紛争の問題点その他和解の仲介に関し参考となる事項

を記載した答弁書を提出しなければならないとされている。（和解仲介業務規定第 23 条） 

司法書士が個人から委任を受けて、代理人として申立て

する場合、 

① 証拠（写し） ② 委任状 ③ 申立書副本 

                   の３つを添付 
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 答弁書は、東京電力の代理人から申立人に直送されている。なお、東京電力の代理人は複数おり、答

弁書の様式も代理人によって異なるようである。 

 

カ 当事者からの事情聴取（主張の整理補充） 

 仲介委員は、当事者に対し、主張の整理補充、又は証拠書類その他必要な書類の提出を求めることが

できるとされており（和解仲介業務規定第 23 条）、当事者は必要に応じて、仲介委員から面談、電話、

書面等により事情の説明を求められることになる。 

 

キ 口頭審理期日 

 仲介委員は、当事者の双方又は一方からの面談により直接意見を聴く必要があると認められるとき、

又は当事者が協議する場を設ける必要があるときは、口頭審理期日を行うものとされる（和解仲介業務

規定第 24 条）。 

 口頭審理期日では、提出された資料を前提に、仲介委員が当事者双方からお互いの主張や資料につい

て詳細な事情確認を行う。 

 口頭審理期日は必ず開かれるわけではない。原紛センターによると、平成 24 年 10 月 26 日現在で、申

立件数が 4,370 件であったのに対し、口頭審理期日が開かれたのは延べ 2,941 件となっている。このう

ち、221 件が福島県内で開催されている。 

 福島県内での開催件数が極端に少ないのは、仲介委員や調査官のほとんどが東京に在住しているため

である。なお、遠方に住んでいる場合や健康上の問題がある場合など、仲介委員が適当と認める場合に

は、当事者双方の同意を得て、いわゆる電話会議方式により口頭審理期日が開催される。 

 口頭審理期日が開かれた場合、仲介委員は期日調書を作成しなければならない。 

 

ク 和解案の提示 

 仲介委員は、申立書、答弁書、当事者からの事情聴取、口頭審理期日の確認内容等を踏まえて、和解

案を作成し、書面で当事者に提示する（和解仲介業務規定第 28 条）。 

 当事者は、和解案に対して諾否の自由を有するが、東京電力が今まで提示された和解案を拒否したこ

とはない（不当に遅延された事例として公表されているものは存在する）。 

 当事者が和解案を拒否した場合でも、仲介委員はさらに和解仲介手続きを継続することができるとさ

れている。 

 和解案に対しては、和解案が申立人に提示されてから、1週間～10 日程度で諾否の回答を求められて

おり、申立人が熟慮するには十分でない期限が設定されているが、申立人が諾否の判断に躊躇してしま

うような場合には、熟慮期間を延長する取り扱いもなされているようである（ただし、被申立人である

東京電力には回答期限を遵守するよう要請）。 

 なお、仲介委員の和解案の提示に際して、当初は、事案の概要、論点、論点に対する仲介委員の判断

が記載された和解案提示理由書が公表されていたが、原紛センターの煩雑な作業を削減するため、現在

は申立人が要望しても書面では提示されない。 

 過去の和解案提示理由書は、原紛センターのホームページに掲出されている。 

 

ケ 手続きの終結 

 

① 和解成立 

 当事者間に合意が成立したときは、仲介委員は、当事者に和解内容及び和解成立年月日を

記載した和解契約書を作成させ、その写しの交付を受けるものとされている。仲介委員が和
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解契約書の写しの交付を受けたときは、和解仲介手続きは終了するとされている（和解仲介

業務規定第 29、31 条）。 

 しかし、実務では、原紛センターが和解契約書を作成する場合もあるようである。いずれ

の場合でも、和解契約締結に当たっては、申立人に不利益にならないよう、その契約内容を

十分精査、確認しなければならない。 

 

② 申立の取り下げ 

 申立人は、和解仲介手続き終了までの間、いつでも書面をもって申立てを取り下げること

ができる。（和解仲介業務規定第 32 条） 

 

③ 和解仲介手続きに適さない事由の判明 

 仲介委員は、申立てにかかる紛争がその性質上和解の仲介をするのに適当でないと認める

とき、又は当事者が不当な目的でみだりに和解の仲介の申立てをしたと認めるときは、和解

仲介をしないものとすることができる。（和解仲介業務規定第 33 条） 

 

④ 和解仲介手続きの打切り 

仲介委員は、次のいずれかに該当する事由があるときは、申立てにかかる紛争が解決される

見込みがないものとして。和解仲介手続きを打ち切ることができる。（和解仲介業務規定第 34

条） 

 一 当事者が正当な理由なく、和解仲介手続に応じないとき。 

 二 当事者が和解仲介手続において和解により解決する意思がないことを明確にしたとき。 

 三 当事者が、仲介委員の指示に従わないため、和解仲介手続の実施が困難であるとき。 

 四 前各号に定めるもののほか、仲介委員が和解仲介手続の実施が困難であると認めると

き。 

 

(4) 後に 
 

(A) 原発ＡＤＲの問題点 

 中間指針では、「指針に明記されない個別の損害が賠償されないということのないよう留意されること

が必要である」、「上記一定額を超える現実の損害が証明された場合には、必要かつ合理的な範囲内で増

額されることがあり得る」と記載されており、原紛センターには、被害の実情に応じた柔軟な和解案の

提示が期待されたところであるが、提示される和解案は中間指針に沿ったものがほとんどである。原発

ＡＤＲを申立てる被害者は中間指針に納得できず、指針を超える和解案を期待して申立てを行っており、

せっかく申立てをしても和解に至らないケースも多いようである。 

 また、仲介委員・調査官は東京で事務処理を行っており、はたして、被害状況や避難生活の実情、被

害者の今後の生活への不安を正しく把握できているのか、疑問に感じられる。 

 原紛センターの人的体制が整わず、申立てから和解案提示まで相当時間を要していることも問題であ

る。 

 

(B) 司法書士として 

 原発事故による福島県外への避難者は、平成 24 年 9 月の時点で未だ 6万人にのぼる。6万人が全国に

避難しているということは、全国のどこの司法書士にも原発損害賠償の相談が寄せられる可能性がある

ということである。 
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 東京電力が進めている財物の賠償手続きでは、建物の賠償額について被害者が算定方法を選択するこ

とができる。また、被災地では、登記簿上の名義と現実の所有者が合致しない不動産も多く（相続登記

未了、売買・交換後の未登記）、個々の資産の算定や所有者の特定などについて混乱が生じる可能性も高

い。財物賠償や登記手続きについて、今後益々、司法書士が被害者救済に貢献していかなければならな

い。 

 また、原発ＡＤＲの事務処理停滞の一因として、本人申立てが多く、事実や事情の整理に時間がかか

ることがあげられているが、司法書士が、代理人又は書類作成者として関与する案件が増えれば、原発

ＡＤＲの手続きが円滑に進み、迅速な紛争解決に寄与できるはずである。原発ＡＤＲへの取り組みの中

で、司法書士が被害者に寄り添い、被害者の代わりに声を上げていけば、被害者が利用しやすい被害者

のための原紛センター構築にも貢献できるはずである。 

 後に、司法書士が 140 万円以下の民事事件について、代理人として紛争解決に関わるようになって

久しいが、裁判や和解はできるのに、第三者機関へ提出する書類の作成権限や、権利義務に関する書類

の作成権限は依然として認められていないままである。多くの被害者が救済を求めている今、日本司法

支援センター（法テラス）の「震災法律相談援助」「震災代理援助」「震災書類作成援助」を利用し、原

発ＡＤＲの書類作成に積極的に取り組んで実績を残すことは、今後の司法書士業界の発展に大いに寄与

するはずである。 

 いままで経験したことのない大規模な原発事故の被害に、司法書士という専門職が一丸となって取り

組んでいきたい。 
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（参考）福島県市町村名地図 
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第３章 事例検討 

 １ 警戒区域住民の直接請求 

 私は、双葉郡大熊町に自宅と事務所がある司法書士のＳです。一人暮らしをしており、

事務所には補助者が１人いました。 

 ３月１２日の朝に自衛隊のトラックで郡山市内にある郡山高校の体育館に避難しました。

ガソリンを買うことが出来たと言って、３月１８日に家族が迎えに来てくれましたが、翌

日に参加したい会議が兵庫県であったので、その日は東京に宿泊しました。神戸市内の会

議に参加しましたが、ホテルはどこも一杯でしたので、福岡まで行きましたが高いホテル

しか空いていませんでした。熊本では宿泊代の他に、食事代が１０００円かかりました。

領収書は全部取ってありますが、友人に支払った謝礼については証明できるものがありま

せん。詳しい避難経路は次のとおりです。 

 

日付 避難先 移動手段 備考 

3/18 郡山高校の体育館 車  

3/18 いわき市の親類宅 高速バス  

3/18 東京のホテル 電車 ホテル代は食事込みで 8000 円 

3/19 兵庫県司法書士会館会議に参加 電車  

3/19 福岡市内のホテル 電車 ホテル代は食事込みで 25000 円 

3/20 熊本市内のホテル（2泊） 飛行機 ホテル代は食事なしで 7000 円 

3/22 栃木県の友人宅 電車 謝礼 3万円 

3/24 いわき市の親類宅 車  

3/27 福島市内の親類宅 車  

4/11 福島市内に事務所用の部屋を借りる   

11/1 自宅用の部屋を借りる  借上住宅 

 

 一時帰宅は７月１日に福島駅に迎えにきた大熊町のバスにのって参加しています。車の

持ち出しは、８月２５日に集合場所のいわき駅まで、福島市から自家用車で行きました。

持ち出した車は、放射線量が高いということで買取を断られました。 

 震災以前から肝臓が悪かったのですが、ストレスで症状が悪化してしまい、７月１日か

ら７月３１日までの間に福島市内の病院に４日通院しました。通院にはバスを使いました。

診断書をもらうために病院には５０００円支払いをしています。この避難生活で、飲酒量

も増え、水を買うなどしているために生活費が以前よりも毎月２万円増加しています。 
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(1) 第１回直接請求（平成 23 年 3 月～平成 23 年 8 月分） 

 

Ｂ２.避難生活等による精神的損害 

月 金額 

３月 120,000 

４月 100,000 

５月 100,000 

６月 100,000 

７月 100,000 

８月 100,000 

合計 620,000 

 

Ｂ３．避難・帰宅費用 

日付 場所 移動手段 東電標準額 交通費実費 備考 宿泊費 備考 

3 月 18 日 郡山高校の体育館     0    

 ↓ 車 
14000  

(*1)

0      

3 月 18 日 いわき市の親類宅     0    

 ↓ 高速バス 3,000      

3 月 18 日 東京のホテル     8,000  食事込み 

 ↓ 電車 
39000  

(*2)

14,670      

3 月 19 日 兵庫県司法書士会館        

 ↓ 電車 14,570      

3 月 19 日 福岡のホテル     25,000  食事込み 

 ↓ 電車 11,000 4,790      

3 月 20 日 熊本のホテル（２泊）     14,000  食事無し 

 ↓ 飛行機・電車 38,000 41,940      

3 月 22 日 栃木の友人宅      謝礼 

 ↓ 電車 12,000 6,400      

3 月 24 日 いわき市の親類宅     0    

 ↓ 車 5,000 2,700 高速代    

3 月 27 日 福島市の親類宅     0    

 ↓ 車 5,000 30      

4 月 11 日 福島市内に事務所設

置 

    
0  

  

 ↓ 車      

11 月 1 日 借り上げ住宅        

合計 124,000 88,100   47,000    

*1 福島から東京までの東電標準額  *2 東京から福岡までの東電標準額 

 

Ｂ４．一時立入費用 

日付 移動手段 目的 東電標準額 交通費実費 

7 月 1 日 行政の用意したバス 一時帰宅 10,000 60  

8 月 25 日 自家用車（復路のみ） 車の持ち出し 10,000 2,000  

合計 20,000 2,060  
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Ｂ５．生命・身体的損害 

費目 金額 備考 

医療費 0  

診断書取得 5,000  

慰謝料 33,600 8×4200 円（4日×2＝8） 

交通費 20,000 5000 円×4日 

合計 58,600  

 

Ｂ６．その他 

 謝礼・宿泊費に含まれない（熊本の）食事代・生活費の増加などは認められなかった。 

 

第１回直接請求合計額  869,600 円 … ① 

仮払金受領額     1,050,000 円（75 万円・30 万円） … ② 

 

第１回受領額（①－②） 0 円（-180,400 円） 

 

 

(2) 第２回直接請求（平成 23 年 9 月～平成 23 年 11 月分） 

 

Ｂ２.避難生活等による精神的損害 

月 金額 

９月 100,000 

１０月 100,000 

１１月 100,000 

合計 300,000 

 

Ｂ３．避難・帰宅費用 

日付 場所 移動手段 東電標準額 交通費実費 備考 宿泊費 備考 

4 月 11 日 福島市内に事務所設置     0    

 ↓ 車 5,000 30    

11 月 1 日 借り上げ住宅     

合計 5,000 30   0    

 

Ｂ４．一時立入費用 

日付 移動手段 目的 東電標準額 交通費実費 

10 月 7 日 自家用車（往復） 一時帰宅 10,000 3,000  

合計 10,000 3,000  

 

Ｂ５．生命・身体的損害 

 通院無し 
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Ｂ６．その他 

 借り上げ住宅の家具など実費 520,000 

 

第２回直接請求合計額  835,000 円 … ① 

仮払金未精算額     180,400 円 … ② 

 

第２回受領額（①－②） 654,600 円 

 

(3) 第３回直接請求（平成 23 年 12 月～平成 24 年 2 月分） 

 

Ｂ２.避難生活等による精神的損害 

月 金額 

１２月 100,000 

１月 100,000 

２月 100,000 

合計 300,000 

 

Ｂ３．避難・帰宅費用 

 避難・帰宅無し 

 

Ｂ４．一時立入費用 

日付 移動手段 目的 東電標準額 交通費実費 

2 月 7 日 自家用車（往復） 一時帰宅 10,000 3,000  

合計 10,000 3,000  

 

Ｂ５．生命・身体的損害 

 通院無し 

 

Ｂ６．その他 

 家具やスタッドレスタイヤなどの実費 260,000（実費は 215,000） 

 （１回目請求では認められなかった謝礼が認められるようになった） 

 

第３回直接請求合計額  570,000 円 … ① 

仮払金未精算額        0 円 … ② 

 

第３回受領額（①－②） 570,000 円 
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２ 原発ＡＤＲ代理事例（一時的な避難を余儀なくされたことによ

る精神的損害及び車両の売却損） 
 

 私はＳ司法書士事務所に勤務していた補助者のＴです。いわき市から車で双葉郡大熊町

の事務所に通勤していました。３月１１日の地震で道路が通行止めになってしまい、自宅

に帰ることが出来ないまま、司法書士Ｓと一緒に３月１２日の朝、自衛隊のトラックで避

難所に連れていかれてしまいました。３月１８日に家族が迎えにきてくれたので、いわき

市の自宅に帰る事が出来ました。 

 大熊町役場から許可が出て、いわき駅に迎えに来た大熊町のバスで、８月２５日に車の

持ち出しをしましたが、既に中古車を買ってしまったので、大熊町から持ち出した車は売

却しました。震災の１年前に１００万円で買ったその車の売却代金は５０万円でした。 

 司法書士Ｓは、福島市に仮の事務所を設置しましたが、私は遠くて通えません。3月から

お給料は貰っていませんが、雇用保険の失業給付を３月から毎月１２万円受給しています。 

 私の平成２２年のお給料の額面総額は２０４万円でした。平成２２年４月から平成２３

年３月までの額面総額は１８７万円です。 

 いわき市内で仕事を探していますが全く見つかりません。私は母子家庭で、大学生の子

供が２人いるので、この先の生活が不安です。 

 

<請求したい内容> 

 ① 避難生活(避難所滞在)による精神的損害 

 ② 就労不能損害 

 ③ 警戒区域から持ち出した車両の売却損 

 

<解説> 

 ① 精神的損害の賠償を受けられる中間指針の避難等対象者は、生活の本拠が奪われた

者に限定しているため、いわき市に自宅が有り警戒区域内の勤務先に通勤していた者は、

精神的損害の賠償対象外とされ、直接請求では賠償が受けられない。 

 ② 損害は給料明細等で明確であるため直接請求にて請求可能。 

 ③ 警戒区域から持ち出した車両は、東京電力が示した賠償基準から外れるため直接請

求では賠償が受けられない。 

 

 よって、②（就労不能損害）のみ直接請求にて合意し、①（精神的損害）及び③（車両

の売却損）は、原子力損害賠償紛争解決センターへ申立をした。平成２４年８月３日に申

立をし、口頭審尋期日も設定されないまま、平成２４年１２月１２日和解案の提示がなさ

れ合意解決となった。 
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